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宣 言 

我々町村は、国民生活を支えるため、食料供給、水源涵養、

国土保全に努め、伝統・文化を守り、自然を活かした地場産

業を創出し、個性あるまちづくりを進めてきた。 

しかしながら、我が国の景気は、これまで緩やかな回復基

調が続いているものの、少子・高齢化や過疎化、本格的な人

口減少社会が到来し、多くの町村においては、厳しい経済・

雇用情勢に悩まされ、地域の活力は減退している。 

加えて、東日本大震災、熊本地震及び豪雨災害による影響

は、被災地のみならず我が国社会全体に及んでおり、本格的

な復旧・復興に向けて解決すべき課題が山積している。 

今こそ、国と地方が一体となって、本格的な復旧・復興へ

の取組みを加速化させるとともに、人口減少の克服と地方創

生を実現するためには、町村の自治能力を高め、都市と農山

漁村が「共生」しうる社会を強力に進めていくことが重要で

ある。 

現在、町村では地方版総合戦略に基づいて、本格的な「事

業展開」に取り組んでいるところであり、地方創生をさらに

深化させるためにも、その流れを加速させなければならない。 
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我々議会人は、本日、「第６２回町村議会議長全国大会」

を開催し、地方創生の実現をめざし、一致結束して、果敢に

行動していくことをここに誓う。 

以上、宣言する。 

平成３０年１１月２１日 

  第６２回町村議会議長全国大会
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決   議 

 

一 東日本大震災、熊本地震及び豪雨災害からの復旧・復興と

大規模災害対策の確立を期する 

 

一 地方創生のさらなる推進を期する 

 

一 分権型社会の実現と道州制導入反対を期する 

 

一 町村財政の強化を期する 

 

一 議会の機能の強化及び議員のなり手確保を期する 

    

一 農林水産業振興対策の強化を期する 

 

一 中小企業振興対策の強化を期する 

 

一 環境保全対策の推進を期する 

 

一 情報化施策の推進を期する  

 

一 地域保健医療の向上及び医療保険制度の改善を期する 
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一 少子化対策の推進及び社会福祉対策の強化を期する 

 

一 教育・文化の振興を期する 

 

一 交通及び生活環境の整備促進を期する 

 

一 消防体制の強化を期する 

 

一 国土政策の推進を期する  

 

一 基地対策の推進を期する 

 

一 過疎、豪雪及び離島等の特定地域の振興を期する 

 

以上、決議する。 

 

平成３０年１１月２１日 

 

            第６２回町村議会議長全国大会 
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 東日本大震災、熊本地震及び豪雨災害からの復旧・復興と 

 大規模災害対策の確立に関する特別決議 

東日本大震災から７年８か月が経過し、国の定める復興期間も残

すところ２年余となり、復興の総仕上げにかかる時期を迎えている。 

しかしながら、被災地の現状は、地域ごとに復興の進捗状況にば

らつきがあり、特に東京電力福島第一原子力発電所事故により避難

を余儀なくされた地域では、未だ多くの被災者が故郷に帰還するこ

とが出来ず、不自由な避難生活が続いている。 

また、平成２８年４月に発生した熊本地震は、熊本県を中心に甚

大な被害をもたらし、地域の住民生活や経済活動に重大な影響を及

ぼしている。 

現在、被災町村では、本格的な復旧・復興に全力で取り組んでい

るところであるが、被災町村の財政基盤は脆弱であるため、国によ

る万全な支援が不可欠であるとともに、今後は被災者の「心の復興」

がなにより重要である。 

さらに、平成２９年７月九州北部豪雨、平成３０年７月豪雨、平

成３０年北海道胆振東部地震などが発生し、大規模災害が毎年のよ

うに頻発している。 

加えて、将来、想定される南海トラフ地震、首都直下型地震、東

海地震等の大地震や火山噴火、台風、集中豪雨等による大規模災害

に備え、災害対策を強化すべきである。 

よって、下記事項の実現を図るよう、強く要請する。 

記 

Ⅰ 東日本大震災からの復興 

１ 財政基盤の脆弱な被災町村が、復旧・復興を加速化できるよ 

う、国は、被災地の現状と意見を踏まえながら、「「復興・創生 

期間」における復興の基本方針」の見直しを行い、必要な事業 

を遅滞なく着実かつ円滑に推進するとともに、復旧・復興が完 

－6－



了するまでは、万全の予算措置を講じること。 

２ 被災自治体に対する人的支援等が中・長期にわたり円滑に行

えるよう、派遣元・派遣先自治体に対する財政支援を継続するこ

と。 

３ 復興庁の設置期限は平成３２年度末までとなっているが、震

災からの真の復興・再生を成し遂げられるまで、国による復興推

進体制の維持が不可欠であることから、復興庁後継組織を確実

に設置すること。 

４ 地域産業の復興支援のため、「農業・農村の復興マスタープラ

ン」及び「水産基本計画」に基づく施策を着実に実施するととも

に、震災や風評被害を受けた商工業や観光業等に対しては、税財

政支援や金融支援等、各支援策の拡充・強化を図ること。 

Ⅱ 原子力災害対策  

１ ｢原子力災害からの福島復興の加速のための基本指針」に基づ

き、原子力災害からの復興・再生を着実に実施すること。 

  特に、廃炉・汚染水対策を含む原発事故の早期収束に万全を

期すとともに、中間貯蔵施設に係る「当面５年間の見通し」及び

事業方針に基づき、最終処分場を含め、国が責任をもって全ての

放射性廃棄物を安全に管理・貯蔵すること。

２ 原発事故により生じた直接被害や風評被害及び地方公共団体

の減収等の損害について、被害の実態に見合った賠償を的確か

つ迅速に行うこと。
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Ⅲ 平成２８年熊本地震及び平成３０年北海道胆振東部地震からの 

復旧・復興 

１ 今後、町村が財政面で安心感をもって復旧・復興に取り組ん

でいくため、国による財政支援への明確な担保と長期的な支援

について、特別な立法措置も含め、東日本大震災を踏まえた特

別の措置を講じること。

  特に、コミュニティの再生や土地区画整理等の復興事業に対

して、中長期的な財政支援を講じること。 

２ 住居を失った住民に対し、災害公営住宅等を速やかに提供で 

きるよう、最大限の支援と財政措置を講じること。

３ 大きな被害を受けた道路・橋梁・空港等の公共土木施設、農

林水産業施設、学校教育施設、庁舎等の早期復旧と財政措置を

含めた支援措置を講じること。

  また、震災や風評被害等を受けた農林水産業者、商工業者、

観光業者等が事業継続や経営再建できるよう、税財政支援、金

融支援の拡充を行うこと。

４ 平成３０年北海道胆振東部地震においては、大規模な土砂崩

れが発生するなど、人的、物的ともに甚大な被害が発生してい

ることから、被災地の復旧・復興対策等に係る十分な財政支援

をはじめ、万全な措置を講じること。

Ⅳ 平成２９年７月九州北部豪雨及び平成３０年７月豪雨等からの 

復旧・復興 

１ 近年、記録的な豪雨により、九州北部や西日本等において、

河川の氾濫や土砂崩れなどによる甚大な被害が発生しているこ

とから、被災地の復旧・復興対策等に係る財政負担の軽減のた

め、十分な財政支援を講じること。 
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２ 膨大な災害廃棄物が発生しているため、被災町村が実施する

災害等廃棄物処理事業について、予算の確保を行うとともに、

仮置き場やごみ焼却施設、最終処分場の確保、広域処理体制の

整備等、万全な支援を講じること。

３ 大きな被害を受けた鉄道等の公共インフラ及び道路・橋梁等

の公共土木施設、農林水産業施設、学校教育施設等の早期復旧  

と財政措置を含めた支援措置を講じること。

Ⅴ 大規模災害対策の確立 

１ ｢大規模災害からの復興に関する法律」等が円滑に運用でき

るよう、町村に対し、技術的・財政的支援を行うこと。

また、地震、火山噴火、台風、集中豪雨等による大規模災害 

に対応するため、国民の生命・財産を守るための社会資本整備

に十分な予算を確保すること。

２ 庁舎や避難所など公共施設の耐震化対策に計画的に取り組

めるよう、緊急防災・減災事業債の恒久化・拡充など、国土強

靭化と防災・減災対策を加速するための財政措置を講じること。 

３ 頻発する台風や集中豪雨等の災害に備え、海岸事業、急傾斜

地崩壊対策事業をはじめとした土砂災害防止事業及び治山治

水事業を推進すること。

以上、特別決議する。 

平成３０年１１月２１日 

第６２回町村議会議長全国大会 
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地方創生のさらなる推進に関する特別決議 
 
我が国は急速な少子・高齢化、本格的な人口減少社会が到来し、

特に多くの町村においては、町村の基幹産業である農林漁業の低迷

や若年人口の減少により地域経済は衰退し、厳しい状況にある。 
こうした中、政府は、平成２６年１２月、人口減少の克服と地方

創生に向けて、２０６０年に１億人程度の人口を確保する「長期ビ

ジョン」と今後５か年の政策目標・施策を策定する「総合戦略」を

策定した。 
今年度は、「総合戦略」の４年目に当たることから、政府において

は、ライフステージに応じた地方創生の充実・強化を図ることとし

ている。 
現在、町村では創意工夫を活かした施策を盛り込んだ地方版総合

戦略等に基づいて、住民等と一体となって本格的な「事業展開」に

取り組んでいるところであり、地方創生をさらに深化させるために

も、その流れを加速させなければならない。 
よって、下記事項の実現を図るよう、強く要請する。 

 

記 

 

１ ｢地方人口ビジョン」及び「地方版総合戦略」を踏まえ、町村が

創意工夫により施策を進める上で支障となる法令や制度等につ

いて見直しを行うとともに、町村が実施するこれらの施策につい

て、制度的にも財政的にも支援すること。 

 

２ 人口減少の克服と地方創生のため、町村が自主性・独自性を発

揮し、様々な施策を着実に進めることができるよう、「まち・ひと・

しごと創生事業費」の拡充・継続を図ること。 
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３ 地方創生推進交付金については、新たな発想や創意工夫を活か

した事業に柔軟かつ積極的に取り組んでいけるよう、自由度の高

いものとするとともに、その規模を拡充すること。

 また、地方創生に係る事業を円滑に実施するため、必要な財源

を継続的に確保すること。

４ 地方への新しいひとの流れをつくり、東京一極集中を是正する

ため、企業・大学・政府機関等の地方移転など、引き続き積極的

に推進すること。

５ 都市から地方への移住・交流を推進するため、若者を中心とし

たＵＩＪターン対策の抜本的強化、女性や高齢者等の活躍の推進、

国民の関心を惹きつける効果的・戦略的な情報発信などの取組を

積極的に推進すること。

以上、特別決議する。 

  平成３０年１１月２１日 

第６２回町村議会議長全国大会 
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町村税財源の充実強化に関する特別決議 

多くの町村においては、これまで若者の流出などによる人口

の減少に伴い、地域経済の活力が低下し、地域の伝統・文化の継

承の危機に直面する等、多くの課題を抱えている。

このような中、徹底した行財政改革を断行するとともに、厳し

い財政状況のもと、各種対策に取り組んでいるところであるが、

これまでにも増して活力ある持続可能な地域づくりを進めてい

くためには、地方の社会保障財源の安定的確保、税源移譲と偏在

性の少ない安定的な地方税体系の構築を進めるとともに、大都

市への税財源の一極集中を是正し、地方交付税総額と合わせ、一

般財源総額の充実確保が不可欠である。 

平成３１年度予算の編成にあたっては、社会保障や地方創生、

国土強靭化のための防災・減災対策など対応すべき課題が年々

増大する中、地方が自己責任を十分果たせるよう、地方財政計画

において財政需要を適切に反映した上で所要の財源を的確に確

保すべきである。

よって、下記事項の実現を図るよう、強く要請する。 

記 

１ 地方の歳出については、平成３１年度以降についても町村

の安定的な財政運営に必要な地方交付税等の一般財源総額を

確実に確保すること。

２ 地方交付税の法定率の引上げを図るとともに、基準財政需

要額の算定にあたっては、過疎、離島、豪雪等の条件不利地域

の多様な財政需要を的確に反映するための割増算定の拡充を

図ること。

３ 幼児教育の無償化や待機児童の解消など消費税率１０％引

上げの財源を活用した社会保障施策の具体化にあたっては、
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地方と十分協議するとともに、国の責任において必要な地方

財源を確実に確保すること。

４ 固定資産税における償却資産については、資産の保有と市

町村の行政サービスとの受益の関係に着目して課税されるも

のであり、事業の用に供している限り、一定の価値が存するこ

とから、現行制度を堅持すること。 

５ 自動車の保有に係る税負担に関する総合的な検討を行うに

あたっては、安定的な財源を確保し、車体課税に減収を及ぼさ

ず、町村財政に影響を来さないこと。 

 また、消費税率１０％への引上げ時に、自動車税・軽自動車

税に係る環境性能割の導入を確実に実施すること。 

６ ゴルフ場利用税は、道路整備や環境対策など、ゴルフ場 

所在町村の行政サービスと密接な関係を有し、本税の１０分 

の７が町村にとって極めて貴重な財源となっていることから、 

現行制度を堅持すること。 

７ 森林環境税（仮称）及び森林環境譲与税（仮称）については、

新たな森林管理システム下における都道府県と市町村の役割

分担、市町村の事業実施体制の確保など、制度の円滑な実施に

向けた取組を進めること。 

 また、森林環境譲与税（仮称）を財源として実施する森林整

備等に係る歳出を地方財政計画に的確に反映させること。 

以上、特別決議する。 

 平成３０年１１月２１日 

第６２回町村議会議長全国大会 
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議会の機能強化及び議員のなり手確保に関する特別決議  

 

 地方分権改革の進展により、地方公共団体の自由度が拡大し、自

主性及び自立性の高まりが求められる中、住民の代表機関である地

方議会の果たすべき役割と責任が格段に重くなっている。 
一方、町村議会においては、全国的な人口減少や高齢化の進行の

影響等もあり、議員への立候補者が減少するなど、議員のなり手不

足が深刻化している。 
議会が住民の代表機関として適切な役割を果たすためには、より

幅広い層の住民が議員として参画することが求められており、その

ためには、地方議会が自主的な取組みを積極的に展開し、議会の魅

力を高め、住民の信頼を得るとともに、議員に立候補し活躍できる

環境を整えることが必要である。 
 よって、下記事項の実現を図るよう、強く要請する。 

 
記 

 
１ 地方議会議員の位置付けの明確化 

  地方議会議員は、地方議会に課せられている団体意思の決定及

び執行機関の監視の使命を全うするため、日常的に住民の声を広

く聴取し、議案審議、政策立案、行財政の監視及び調査研究等に

努める旨を法律上規定すること。 

 

２ 議決事件に係る政令基準の廃止 

議会が自律的にチェック機能を発揮するため、議会の議決を要

する工事・製造の請負、財産の取得・処分の政令基準を廃止し、条

例で規定できるようにすること。 
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３ 多様な人材を確保するための環境整備 

⑴ 兼業禁止の緩和

「請負」要件を明確化するとともに請負禁止の範囲の見直し

を検討すること。

⑵ 休暇・休職・復職制度の整備

サラリーマンや女性など多様な人材を確保するため、議員へ

の立候補や議会・議員活動のための休暇・休職制度と議員退職

後の復職制度を整備すること。

⑶ 手当制度の拡充

期末手当のほか、例えば子育て世代への手当として、育児手

当等の支給を可能とすること。

⑷ 学校教育における地方議会の啓発

議会への関心を高めるため、主権者教育の一環として学校教

育におけるさらなる地方議会の啓発を行うこと。

⑸ 保育スペースやバリアフリー化等の整備

議会内における保育スペースの設置や議会のバリアフリー化

等の議会関係施設等整備に対する財政措置を充実強化すること。 

４ 選挙公営の拡大 

 多様な人材の議会参加を促すため、供託金のあり方を含めた中

で、町村も市と同様に選挙運動用の自動車及び選挙運動用のポス

ターについて、選挙公営の対象とすること。

 また、町村も市と同様に選挙運動用のビラを頒布できるよう制

度化するとともに選挙公営の対象とすること。 

５ 被選挙権年齢の引き下げ 

 国民の幅広い政治参加や地方議会における人材確保の観点から、

選挙権と被選挙権の格差をなくし、被選挙権年齢を引き下げるこ

と。 
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６ 補欠選挙の改正 

 市町村議会議員の欠員が議員定数の６分の１を超えない場合の

補欠選挙においては、「同一の地方公共団体の他の選挙が行われる

とき」（首長選挙）のみではなく、衆議院議員選挙、参議院議員選

挙、都道府県知事選挙、都道府県議会議員選挙の場合にも行うこ

とができるようにすること。 

 

７ 厚生年金への地方議会議員の加入 

  国民の幅広い政治参加や地方議会における人材確保の観点から、

厚生年金への地方議会議員の加入のための法整備を早急に実現す

ること。 
 

 以上、特別決議する。 

 

  平成３０年１１月２１日 

 

第６２回町村議会議長全国大会 
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参議院選挙における合区の解消に関する特別決議

平成２８年の参議院選挙において、憲政史上初の合区による選挙

が実施された。

その結果、投票率の低下や直接候補者と接する機会の減少、自県

を代表する議員が出せないなどの合区を起因とした弊害が顕在化

した。

今、地方は急激な人口減少に歯止めをかけ、東京一極集中を是正

するため、地方創生に本格的に取り組んでいるところである。

この地方創生を実現し、地方の活性化を図るためには、当事者で

ある地方の意見が国において最大限に活かされることが極めて重

要であり、人口によって単純に区割りを決定する合区は、人口の少

ない地方の切り捨てにつながり、地方創生にも逆行するものである。 
次期参議院選挙を来年に控え、本年７月１８日に「公職選挙法の

一部を改正する法律」が成立したところであり、合区解消について、

抜本的な見直しを行うための国会審議等の残された時間が厳しい

中で行われたものと理解しているが、合区の解消には至っていない。 
よって、国と地方が一層連携を強め、地方創生を推進していくた

めにも、単に人口の多寡にかかわらず、地方の意見を十分国政に反

映できる地方創生にふさわしい仕組みを構築すべきであり、早急に

合区を解消し、都道府県単位による代表が国政に参加することがで

きる選挙制度とされるよう、強く要請する。

以上、特別決議する。 

  平成３０年１１月２１日 

第６２回町村議会議長全国大会 
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要 望 





第１ 東日本大震災、熊本地震及び豪雨災害からの 

  復旧・復興と大規模災害対策の確立 

東日本大震災から７年８か月が経過し、国の定める復興期

間も残すところ２年余となり、復興の総仕上げにかかる時期

を迎えている。 

しかしながら、被災地の現状は、地域ごとに復興の進捗状

況にばらつきがあり、特に東京電力福島第一原子力発電所事

故により避難を余儀なくされた地域では、未だ多くの被災者

が故郷に帰還することが出来ず、不自由な避難生活が続いて

いる。 

また、平成２８年４月に発生した熊本地震は、熊本県を中

心に甚大な被害をもたらし、地域の住民生活や経済活動に重

大な影響を及ぼしている。 

 現在、被災町村では、本格的な復旧・復興に全力で取り組

んでいるところであるが、被災町村の財政基盤は脆弱である

ため、国による万全な支援が不可欠であるとともに、今後は

被災者の「心の復興」がなにより重要である。 

 さらに、平成２９年７月九州北部豪雨、平成３０年７月豪

雨、平成３０年北海道胆振東部地震などが発生し、大規模災

害が毎年のように頻発している。 

加えて、将来、想定される南海トラフ地震、首都直下型地
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震、東海地震等の大地震や火山噴火、台風、集中豪雨等によ

る大規模災害に備え、災害対策を強化すべきである。 

よって、下記事項の実現を図るよう、強く要望する。 

記 

１ 東日本大震災からの復興  

⑴ 復興のための財政措置等

① 財政基盤の脆弱な被災町村が、復旧・復興を加速化で

きるよう、国は、被災地の現状と意見を踏まえながら、

「「復興・創生期間」における復興の基本方針」の見直し

を行い、必要な事業を遅滞なく着実かつ円滑に推進する

とともに、復旧・復興が完了するまでは、万全の予算措

置を講じること。

② 被災自治体に対する人的支援等が中・長期にわたり円

滑に行えるよう、派遣元・派遣先自治体に対する財政支

援を継続すること。  

③ 避難者や被災自治体の行政機能を受け入れている自治

体に係る地方交付税の算定については、当該受け入れに

要する財政需要を通常の財政需要額とは別枠で確保する

こと。 

④ 被災地域の復興のために必要な取組が確実に実施され

－22－



るよう、復興交付金制度の期間を復興が完了するまで延

長し、必要な予算措置を講じること。 

⑤ 復興庁の設置期限は平成３２年度末までとなっている

が、震災からの真の復興・再生を成し遂げられるまで、

国による復興推進体制の維持が不可欠であることから、

復興庁後継組織を確実に設置すること。 

⑵ 被災者支援施策の充実・強化

① 地震、津波等により生活基盤を失い、未だ厳しい環境

で生活再建に取り組んでいる被災者に対し、保健・医療・

福祉、教育など生活全般にわたるきめ細かい支援を機動

的に実施すること。  

② 被災者の心身のケアや孤立防止、生きがいづくりなど

「心の復興」の取組に万全の措置を講じること。 

⑶ 地域産業の復興支援

① 農林水産業の復旧・復興が一日も早く実現できるよう、

｢農業・農村の復興マスタープラン｣及び｢水産基本計画」 

に基づく施策を着実に実施すること。

② 震災や風評被害を受けた商工業や観光業等に対しては、

税財政支援や金融支援等、各支援策の拡充・強化を図る

こと。 

⑷ 公共インフラの早期整備

① 復旧・復興に係る公共事業の円滑な施行を図るため、
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建設業の人手不足、資材の不足や高騰について、早急に

対策を講じること。 

② 地震・津波によって被害を受けた鉄道、道路、防潮堤、

学校、病院等のインフラ整備を着実に行うこと。 

２ 原子力災害対策  

⑴ ｢原子力災害からの福島復興の加速のための基本指針｣

に基づき、原子力災害からの復興・再生を着実に実施する

こと。

特に、汚染水問題を含む廃炉に向けた取組みについては、

｢中長期ロードマップ」に基づいて、国の責任で着実に実施

すること。

⑵ 避難指示解除区域への帰還に向けた環境整備を促進す

るため、あらゆる世代の住民が将来に希望を持てるよう、

帰還者への十分な生活再建支援とともに、教育、医療、介

護・福祉、商業施設の復旧・再開、道路整備などへの支援

を強化すること。 

  特に、保健医療福祉を担う人材不足が極めて深刻である

ことから、医師・看護職員、介護職員等の人材確保に向け

た支援を強化すること。 

⑶ 特定復興再生拠点区域整備にあたっては、十分な予算を

確保するとともに、除染はもとより廃棄物等の処理を国の
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責任で確実に実施すること。 

  また、特定復興再生拠点区域以外の帰還困難区域につい

ても、将来的に全ての避難指示を解除できるよう、住民帰

還に向け除染やインフラ整備などの支援を講じること。 

⑷ 復興事業の本格化や中間貯蔵施設への本格搬入などによ

る交通量の増加、また、避難指示解除による住民帰還が進

む中で、さらなる治安維持の強化が求められていることか

ら、避難指示解除区域等の防犯・防火体制を強化すること。 

⑸ 避難指示区域等で増殖した野生鳥獣が周辺地域を含め甚

大な被害を及ぼしていることから、避難指示区域等への帰

還に向けた環境整備を進めるため、抜本的な鳥獣被害防止

対策を講じること。 

 ⑹ 原発事故により生じた直接被害や風評被害及び地方公

共団体の減収等の損害について、被害の実態に見合った賠

償を的確かつ迅速に行うこと。 

 ⑺ 除染については、フォローアップ除染の実施など除染後

の線量実態に応じた必要な措置を確実に実施すること。 

 ⑻ 間伐等の森林整備と放射性物質対策の一体的な実施、農

業用ダム・ため池の放射性物質対策を加速化すること。 

  また、農業用以外のダム・ため池、河川、湖沼について

も、環境回復の現状を踏まえ、除染対象とするとともに、

国が策定した「森林・林業の再生に向けた総合的な取組」
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を着実に進めること。 

 ⑼ 放射性物質に汚染された農林業系副産物の処理につい

て、焼却処理以外の処理方法等を示すとともに当該処理等

に要する経費の財政支援を講じること。 

 ⑽ 中間貯蔵施設に係る「当面５年間の見通し」及び事業方

針に基づき、最終処分場を含め、国が責任をもって全ての

放射性廃棄物を安全に管理・貯蔵すること。 

 ⑾ 避難が長期化している被災者に対し、住居、雇用、教育

等生活全般について、きめ細やかな支援策を充実・強化す

ること。 

   特に、災害弱者である子どもや高齢者、障がい者等に対

する支援を強化すること。 

 ⑿ 原発事故に伴う住民の健康管理にあたっては、国が責任

をもって健康被害の防止を図るとともに、不安の払拭に向

けた取り組みを強化すること。 

 ⒀ 原子力災害に伴う風評払拭及び風化防止に向け、国内外

に対する正確な情報発信を強化するとともに、農林水産物

をはじめとした福島県産品の販路の回復・拡大、教育旅行

やインバウンドを含めた観光誘客の促進などへの取組を市

町村等が継続して取り組めるよう必要な財源を十分確保す

ること。 

 ⒁ 全国の児童生徒及び国民が放射線や福島県の実情に係
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る知識を正しく理解することができるよう、「福島復興再生

特別措置法」に基づき、教育委員会や学校が行う取組への

支援を行うとともに、いじめや風評、差別等を防止する教

育を推進すること。 

 

３ 平成２８年熊本地震及び平成３０年北海道胆振東部地震 

からの復旧・復興 

⑴ 今後、町村が財政面で安心感をもって復旧・復興に取り

組んでいくため、国による財政支援への明確な担保と長期

的な支援について、特別な立法措置も含め、東日本大震災

を踏まえた特別の措置を講じること。 

  特に、コミュニティの再生や土地区画整理等の復興事業

に対して、中長期的な財政支援を講じること。 

⑵ 住居を失った住民に対し、災害公営住宅等を速やかに提

供できるよう、最大限の支援と財政措置を講じること。 

⑶ 地震により生活基盤を失い、未だ厳しい環境で生活再建

に取り組んでいる被災者に対し、保健・医療・福祉、教育

など生活全般にわたるきめ細かい支援を機動的に実施す

ること。 

⑷ 大きな被害を受けた道路・橋梁・空港等の公共土木施設、

農林水産業施設、学校教育施設、庁舎等の早期復旧と財政

措置を含めた支援措置を講じること。 
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 ⑸ 震災や風評被害等を受けた農林水産業者、商工業者、観

光業者等が事業継続や経営再建できるよう、税財政支援、

金融支援の拡充を行うこと。 

 ⑹ 県内外から人的支援として行われている職員派遣につ

いては、派遣元・派遣先自治体ともに財政負担が生じない  

よう万全の措置を講じること。 

 ⑺ 平成３０年北海道胆振東部地震においては、大規模な土

砂崩れが発生するなど、人的、物的ともに甚大な被害が発

生していることから、被災地の復旧・復興対策等に係る十

分な財政支援をはじめ、万全な措置を講じること。 

 

４ 平成２９年７月九州北部豪雨及び平成３０年７月豪雨等

からの復旧・復興 

 ⑴ 近年、記録的な豪雨により、九州北部や西日本等におい

て、河川の氾濫や土砂崩れなどによる甚大な被害が発生し

ていることから、被災地の復旧・復興対策等に係る財政負

担の軽減のため、十分な財政支援を講じること。 

 ⑵ 早期の被災者支援及び復旧を進めるため、被災地の状況

をしっかり把握して速やかな対策を講じるために、被災地

との連携を一層強化すること。 

 ⑶ 被災町村においては、避難所生活の環境整備をはじめ、

被災者の救援について支障を来すことないよう、あらゆる

－28－



手段を講じ、被災町村への支援を強化すること。   

⑷ 豪雨により生活基盤を失い、厳しい環境で生活再建に取

り組んでいる被災者に対し、保健・医療・福祉、教育など

生活全般にわたるきめ細かい支援を機動的に実施するこ

と。 

⑸ 膨大な災害廃棄物が発生しているため、被災町村が実施

する災害等廃棄物処理事業について、予算の確保を行うと

ともに、仮置き場やごみ焼却施設、最終処分場の確保、広

域処理体制の整備等、万全な支援を講じること。

⑹ 大きな被害を受けた鉄道等の公共インフラ及び道路・橋

梁等の公共土木施設、農林水産業施設、学校教育施設等の

早期復旧と財政措置を含めた支援措置を講じること。 

⑺ 県内外から人的支援として行われている職員派遣につ

いては、派遣元・派遣先自治体ともに財政負担が生じない

よう万全の措置を講じること。 

５ 大規模災害対策の確立  

⑴ ｢災害対策基本法」、「大規模災害からの復興に関する法

律」、「強くしなやかな国民生活の実現を図るための防災・

減災等に資する国土強靭化基本法」、｢南海トラフ地震に係

る地震防災対策の推進に関する特別措置法」、「首都直下地

震対策特別措置法」、「活動火山対策特別措置法」が円滑に
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運用できるよう、町村に対し、技術的・財政的支援を行う

こと。 

また、地震、火山噴火、台風、集中豪雨等による大規模

災害に対応するため、国民の生命・財産を守るための社会

資本整備に十分な予算を確保すること。 

⑵ 庁舎や避難所など公共施設の耐震化対策に計画的に取

り組めるよう、緊急防災・減災事業債の恒久化・拡充など、

国土強靭化と防災・減災対策を加速するための財政措置を

講じること。 

⑶ 多数の者が利用する大規模建築物の耐震改修を更に促

進するため、耐震対策緊急促進事業を延長・拡充すること。 

⑷ 通学路、学校施設、避難路などの安全確保のために現行

法令に適合しない又は危険な状態にあるブロック塀等を即

時に撤去・改修できるよう、国庫補助制度の創設・拡充や

技術的支援を行うこと。 

⑸ 頻発する台風や集中豪雨等の災害に備え、海岸事業、急

傾斜地崩壊対策事業をはじめとした土砂災害防止事業及び

治山治水事業を推進すること。 

⑹ 地震・津波・火山噴火に対する予知観測施設の強化及び

災害予報体制を早急に確立すること。 

 ⑺ ｢大雨警報」に対する危機意識の低下が懸念される中で、

｢大雨特別警報」の発表により早期避難を徹底するため、発
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表基準等の精度向上を図ること。 

⑻ 大規模災害時に生じる膨大な災害廃棄物について、広域

的な処理体制を確立すること。 

⑼ 大規模災害発生時に大量の避難民が発生した場合に備

え、応急仮設住宅用の土地及び被災者用住宅を事前に確保

すること。 

⑽ 発災後の新たなまちづくりを迅速かつ円滑に進めるた

め、全国の地籍調査が速やかに完了するよう、公共事業に

位置付けるなど新たな制度を構築すること。 

⑾ 役場機能が滅失した場合に備え、広域的なバックアップ

体制を確立すること。 

⑿ 地域防災力を強化するため、消防職員及び警察職員を除

く全ての地方公務員が、勤務時間外においても、消防団員

と同等の災害対応能力を発揮できる新たな制度を構築する

こと。 
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第２ 地方創生のさらなる推進 

 

我が国は急速な少子・高齢化、本格的な人口減少社会が到来

し、特に多くの町村においては、町村の基幹産業である農林漁

業の低迷や若年人口の減少により地域経済は衰退し、厳しい状

況にある。 

こうした中、政府は、平成２６年１２月、人口減少の克服と

地方創生に向けて、２０６０年に１億人程度の人口を確保する

｢長期ビジョン｣と今後５か年の政策目標・施策を策定する「総

合戦略」を策定した。 

今年度は、「総合戦略」の４年目に当たることから、政府にお

いては、ライフステージに応じた地方創生の充実・強化を図る

こととしている。 

現在、町村では創意工夫を活かした施策を盛り込んだ地方版

総合戦略等に基づいて、住民等と一体となって本格的な「事業

展開」に取り組んでいるところであり、地方創生をさらに深化

させるためにも、その流れを加速させなければならない。 

よって、下記事項の実現を図るよう、強く要望する。 

 

記 

 

１ ｢地方人口ビジョン」及び「地方版総合戦略」を踏まえ、町
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村が創意工夫により施策を進める上で支障となる法令や制

度等について見直しを行うとともに、町村が実施するこれら

の施策について、制度的にも財政的にも支援すること。 

 

２ 人口減少の克服と地方創生のため、町村が自主性・独自性

を発揮し、様々な施策を着実に進めることができるよう、「ま

ち・ひと・しごと創生事業費」（１兆円）の拡充・継続を図る

こと。 

 

３ 地方創生推進交付金については、新たな発想や創意工夫を

活かした事業に柔軟かつ積極的に取り組んでいけるよう、自

由度の高いものとするとともに、その規模を拡充すること。 

また、地方創生に係る事業を円滑に実施するため、必要な

財源を継続的に確保すること。 

 

４ 地方への新しいひとの流れをつくり、東京一極集中を是正

するため、企業・大学・政府機関等の地方移転など、引き続

き積極的に推進すること。   

 

５ 都市から地方への移住・交流を推進するため、若者を中心

としたＵＩＪターン対策の抜本的強化、女性や高齢者等の活

躍の推進、国民の関心を惹きつける効果的・戦略的な情報発
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信などの取組を積極的に推進すること。 

 

６ 地方創生に積極的に取り組む小規模町村に対し、国家公務

員等の人材を派遣する「地方創生人材支援制度」については、

希望する町村に適切な人材を派遣されるよう、必要な人材を

確保すること。 

 

７ 国と地方が一層連携を強め、地方創生を推進していくため

にも、単に人口の多寡にかかわらず、地方の意見を十分国政

に反映できる地方創生にふさわしい仕組みを構築すべきで

あり、都道府県単位による代表が国政に参加することができ

る選挙制度とすること。 
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第３ 分権型社会の実現と道州制導入反対 

平成２６年から地方公共団体の発意に基づき改革を推進する

提案募集方式が導入されて５年目を迎え、地方からの提案等に

関する対応方針を踏まえた第８次一括法も成立し、真の分権型

社会に向けての施策が着実に進展している。 

一方、道州制については、与党は国民的合意を得ながら進め、

導入までの間は、地域の自主自立を目指し活力が発揮できるよ

う、地方公共団体間での広域的な連携の取組みを後押しするた

め、広域連合の活用、道州制特区法の活用などを検討するとし

ている。 

道州制が導入された場合、多くの町村は、事務権限の受け皿

という名目のもと、事実上の強制合併を余儀なくされ、住民と

行政の距離が遠くなり、住民自治が衰退してしまうことは明ら

かである。

よって、下記事項の実現を強く要望する。

記 

１ 国と地方の役割分担の見直しにあたっては、町村の意見を

十分に踏まえ、一体的に権限・事務・税財源の移譲を進める

こと。
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２ 義務付け・枠付けの廃止・縮小、「従うべき基準」の参酌基

準化及び条例制定権の拡大を図ること。その際、町村が条例

化に向けて検討を行えるよう適切な情報提供を行うこと。  

 

３ 地方分権改革における「提案募集方式」については、提案

実現に向け積極的に検討し、提案を反映すること。 

 

４ 国と地方の二重行政の解消等による行政の簡素化を図る

こと。 

 

５ 法令によって都道府県から市町村へ権限移譲を行うにあ

たっては、市町村の名称のみで差を設けることなく、市町村

と十分協議すること。 

 

６ 全国画一的な制度を見直し、町村の地理的状況や文化・歴

史等を踏まえ、町村が主体的に選択、実施できる制度の検討

を進めること。 

 

７ 市町村合併は本来自主的に行われるものであり、強制しな

いこと。 

 

８ 道州制は絶対に導入しないこと。 
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第４ 町村財政の強化 

 

 町村は、自主財源の乏しい中、自ら徹底した行財政改革を断

行し、少子・高齢社会への対応、生活関連社会資本の整備、教

育・文化の振興、農林水産業の振興、資源循環型社会の構築、

国土保全などの諸課題に積極的に取り組んでいるが、依然とし

て厳しい経済・雇用情勢が続いている。 

 一方、我が国では、人口減少の克服と地方創生に向けて、国・

地方が一体となって本格的な事業展開に取り組んでいるとこ

ろである。 

 こうした中で、町村が地域の実情に応じて創意工夫を凝らし、

自主性・独自性を最大限発揮して地域づくりを進めるためには、

地方の社会保障財源の安定的確保、税源移譲と偏在性の少ない

安定的な地方税体系の構築を進める一方、大都市への税財源の

一極集中を是正し、地方交付税総額と合わせ、一般財源総額の

充実確保が不可欠である。  

 よって、下記事項の実現を強く要望する。  

 

記 

 

１ 地方税等自主財源の強化   

⑴ 地方の歳出規模と地方税収入の大幅な乖離を縮小する
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ため、国税と地方税の税源配分を歳出ベースに合わせるこ

と。  

⑵ 偏在性の少ない居住地課税である地方消費税の充実強

化を図ること。  

⑶ 幼児教育の無償化や待機児童の解消など消費税率

１０％引上げの財源を活用した社会保障施策の具体化にあ

たっては、地方と十分協議するとともに、国の責任におい

て必要な地方財源を確実に確保すること。 

また、消費税率引上げまでの間においても、町村におけ 

る社会保障施策の推進に支障が生じることのないよう、必

要な財源を確保すること。 

⑷ 消費税率１０％時における軽減税率制度の導入にあ

たっては、地方の社会保障財源に影響を与えることのない

よう、安定的な恒久財源を確実に確保すること。 

⑸ 東京への税財源の一極集中を是正すること。

⑹ 個人住民税については、地域の住民サービスを支える基

幹税としての役割や応益課税としての性格の重要性を踏ま

え、その充実・確保を前提として検討を行うとともに、課

税ベースの縮小につながるような新たな税額控除の導入や

政策誘導的な控除の拡大は行わないこと。 

⑺ 地方法人課税における偏在是正のための新たな措置を

検討するにあたっては、消費税率１０％段階において地方
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法人特別税・譲与税が廃止され法人事業税に復元されるこ

と等を踏まえるとともに、町村の行政サービスの低下を招

かないよう留意すること。 

⑻ 固定資産税における償却資産については、資産の保有と

市町村の行政サービスとの受益の関係に着目して課税され

るものであり、事業の用に供している限り、一定の価値が

存することから、現行制度を堅持すること。 

なお、平成３０年度税制改正において創設された固定資

産税の時限的な特例措置については、今回限りのものとし、

その期限の到来をもって確実に終了するとともに、その期

限までの期間内であっても対象の拡充は断じて行わないこ

と。 

⑼ 地方税に影響を及ぼす国税の特別措置及び地方税の非

課税措置を整理縮小し、町村税源の確保を図ること。 

特に、固定資産税における非課税措置、課税標準の特例

措置の整理合理化を図ること。 

⑽ 自動車の保有に係る税負担に関する総合的な検討を行

うにあたっては、安定的な財源の確保等に配慮し、車体課

税に減収を及ぼさず、町村財政に影響を来さないことを前

提とすること。  

また、自動車重量税及び自動車取得税のエコカー減税に

関し、適用期限到来後の見直しを行うにあたっては、町村
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財政に影響を及ぼさないようにすること。  

さらに、消費税率１０％への引上げ時に、自動車税・軽

自動車税に係る環境性能割の導入を確実に実施するととも

に、その導入にあたっては、技術開発の動向や町村財政へ

の影響等を踏まえ、税率区分の見直しを行うこと。 

加えて、軽自動車税のグリーン化特例に関し、適用期限

到来後及び環境性能割導入以後の見直しを行うにあたって

は、税収の確保に十分留意すること。 

⑾ 国有提供施設等所在市町村助成交付金（基地交付金）及

び施設等所在市町村調整交付金（調整交付金）を充実確保

すること。 

⑿ 入湯税は、温泉観光地の所在する町村にとって、環境衛

生施設、消防施設等の設備や観光振興のための貴重な財源

となっていることから、現行制度を堅持すること。 

⒀ ゴルフ場利用税は、道路整備や環境対策など、ゴルフ場

所在町村の行政サービスと密接な関係を有し、本税の１０

分の７が町村にとって極めて貴重な財源となっていること

から、現行制度を堅持すること。  

⒁ 平成３１年度税制改正において創設されることとなっ

た森林環境税（仮称）及び森林環境譲与税（仮称）につい

ては、新たな森林管理システム下における都道府県と市町

村の役割分担、市町村の事業実施体制の確保等が円滑に進
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むよう、必要な助言や十分な説明を行うなど、制度の円滑

な実施に向けた取組を進めること。 

  また、森林環境譲与税（仮称）を財源として実施する森

林整備等に係る歳出を地方財政計画に的確に反映させるこ

と。 

２ 地方交付税の充実強化 

⑴ 地方交付税は、地方固有の財源であり、その性格を制度

上明確にするため、名称を「地方共有税」に変更すること。 

また、国の一般会計を経由せず「地方交付税（地方共有

税）及び譲与税特別会計」に繰り入れること。 

⑵ 地方交付税の原資は地域偏在性の比較的大きな税目構

成となるようにすること。 

⑶ 地方交付税（地方共有税）の財源保障機能及び財源調整

機能に則り、地方財政計画に町村の財政需要を適切に反映

させ、地方交付税の総額を確保すること。  

また、大幅な地方の財源不足が続いていることから、地

方交付税（地方共有税）の法定率を引き上げること。 

⑷ 地方の歳出については、平成３１年度以降についても町

村の安定的な財政運営に必要な地方交付税等の一般財源

総額を確実に確保すること。 

⑸ 地方は国を大きく上回る行財政改革を実施する中で、不
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測の事態による税収減や災害への対応に備えるとともに、

地域の様々な課題に対処するため、基金の積立を行ってい

るところであり、基金の増加を理由に地方歳出の削減を行

わないこと。 

⑹ 人口減少の克服と地方創生のため、町村が自主性・独自

性を発揮し、様々な施策を着実に進めることができるよう、

｢まち・ひと・しごと創生事業費」（１兆円）の拡充・継続

を図ること。 

⑺ ｢まち・ひと・しごと創生事業費」に係る地方交付税の算

定にあたっては、今後徐々に取組みの成果（成果指標）に

よる算定方式にシフトするとされているが、条件不利地域

や財政力の弱い町村において、人口減少の克服と地方創生

の目的を達成するためには、長期にわたる取組みが必要で

あることを十分に考慮すること。 

⑻ 基準財政需要額の算定にあたっては、過疎、離島、豪雪 

等の条件不利地域の多様な財政需要を的確に反映するこ 

と。 

また、民間委託等の業務改革を推進するトップランナー

方式が導入されたが、具体の算定にあたっては、町村の実

情を十分踏まえるとともに、行財政運営に支障を来すこと

のないようにすること。 

⑼ 町村が人口割合に比べて広い面積を有し、国土保全、水
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源涵養、食料生産、地球温暖化防止等に重要な役割を果た

していることを考慮し、人口を中心とした配分基準を是正

すること。 

また、現在、湖沼面積を自治体面積に含めて基準財政需

要額を算定しているが、これを海域面積にも適用すること。 

 

３ 地方債の改善充実   

⑴ 防災・減災対策、公共施設の老朽化対策及び地域の活性

化への取組み等を着実に推進できるよう、地方債資金の所

要総額の確保を図るとともに、長期・低利な公的資金（特

に、地方公共団体金融機構資金）を安定的に確保すること。 

⑵ 臨時財政対策債をはじめ累積する地方債の元利償還に

ついては、将来において町村の財政運営に支障が生じるこ

とのないよう、万全の財源措置を講じること。   
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第５ 議会の機能強化及び議員のなり手確保 

 

 地方分権改革の進展により、地方公共団体の自由度が拡大し、

自主性及び自立性の高まりが求められる中、住民の代表機関で

ある地方議会の果たすべき役割と責任が格段に重くなってい

る。 

一方、町村議会においては、全国的な人口減少や高齢化の進

行の影響等もあり、議員への立候補者が減少するなど、議員の

なり手不足が深刻化している。 

議会が住民の代表機関として適切な役割を果たすためには、

より幅広い層の住民が議員として参画することが求められて

おり、そのためには、地方議会が自主的な取組みを積極的に展

開し、議会の魅力を高め、住民の信頼を得るとともに、議員に

立候補し活躍できる環境を整えることが必要である。 

 よって、下記事項の実現を強く要望する。 

 

記 

 

１ 地方議会議員の位置付けの明確化 

  地方議会議員は、地方議会に課せられている団体意思の決

定及び執行機関の監視の使命を全うするため、日常的に住民

の声を広く聴取し、議案審議、政策立案、行財政の監視及び
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調査研究等に努める旨を法律上規定すること。 

 

２ 議会と長の関係の見直し  

⑴ 二元代表制の下では、議会の招集権は本来、議会側にあ

るべきで、必要に応じて議会を機動的に開催できるよう、

議長に招集権を付与すること。 

⑵ 議会と長との機能バランスを図る観点から、長の不信任

議決の要件を３分の２以上まで引き下げること。 

また、不信任議決に対抗する長の解散権行使は廃止し、

長の辞職にとどめるよう制度を改めること。 

⑶ 条例・予算に係る一般再議権について、特別多数議決を

単純多数議決に改めること。 

⑷ 議会の政策提案機能を充実させるため、予算修正権の制

約について見直すこと。 

⑸ 予算のうち議会費については、議会側の提案をもとに予

算を編成する制度とすること。 

 

３ 議決事件に係る政令基準の廃止 

議会が自律的にチェック機能を発揮するため、議会の議決

を要する工事・製造の請負、財産の取得・処分の政令基準を

廃止し、条例で規定できるようにすること。 
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４ 議会事務局体制の強化  

議会の政策立案やチェック機能を強化するため、町村議会

事務局を必置制とし、事務局体制を強化すること。  

 

５ 意見書の誠実回答の義務付け  

地方議会の意見書については、法律により関係行政庁等の

誠実回答の義務付けを明文化すること。  

 

６ 多様な人材を確保するための環境整備 

⑴ 「請負」要件を明確化するとともに請負禁止の範囲の見

直しを検討すること。 

⑵ サラリーマンや女性など多様な人材を確保するため、議

員への立候補や議会・議員活動のための休暇・休職制度と

議員退職後の復職制度を整備すること。 

⑶ 期末手当のほか、例えば子育て世代への手当として、育

児手当等の支給を可能とすること。 

⑷ 議会への関心を高めるため、主権者教育の一環として学

校教育におけるさらなる地方議会の啓発を行うこと。 

⑸ 議会内における保育スペースの設置や議会のバリアフ

リー化等の議会関係施設等整備に対する財政措置を充実

強化すること。 
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７ 地方議会議員選挙の活性化 

 ⑴ 多様な人材の議会参加を促すため、供託金のあり方を含

めた中で、町村も市と同様に選挙運動用の自動車及び選挙

運動用のポスターについて、選挙公営の対象とすること。 

   また、町村も市と同様に選挙運動用のビラを頒布できる

よう制度化するとともに選挙公営の対象とすること。 

 ⑵ 国民の幅広い政治参加や地方議会における人材確保の

観点から、選挙権と被選挙権の格差をなくし、被選挙権年

齢を引き下げること。 

 ⑶ 住民に身近な市町村の選挙については、候補者と有権者

との戸口での質疑や討論を可能にする戸別訪問を解禁し、

選挙の活性化と自由化を図ること。 

 ⑷ 市町村議会議員の欠員が議員定数の６分の１を超えな

い場合の補欠選挙においては、「同一の地方公共団体の他

の選挙が行われるとき」（首長選挙）のみではなく、衆議院

議員選挙、参議院議員選挙、都道府県知事選挙、都道府県

議会議員選挙の場合にも行うことができるようにするこ

と。 

 

８ 厚生年金への地方議会議員の加入 

  国民の幅広い政治参加や地方議会における人材確保の観

点から、厚生年金への地方議会議員の加入のための法整備を
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早急に実現すること。 

 

９ 公務災害補償制度の充実 

  地方議会議員の活動範囲及び責任の拡大等に対応し、議員

が安心して職務に邁進できるよう、地方議会議員の公務災害

補償についても、地方公共団体の長をはじめ一般職までの全

ての常勤職における公務災害補償を地方公共団体に代わっ

て行っている地方公務員災害補償基金において実施するこ

ととし、その充実を図ること。 
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 第６ 監査機能の強化 

 

すべての地方公共団体が自ら責任ある監査を実施するため、

監査の独立性・専門性をさらに強化する必要がある。 

よって、下記事項の実現を強く要望する。 

 

記 

 

１ 町村の実情に応じた監査基準の策定 

  監査基準に関して国が定める指針については、地方公共団

体の規模や監査委員事務局体制に大きな差があることから、

町村の実情を踏まえた基本的事項にとどめ、詳細については、

各町村の実情に応じて監査基準を策定できるようにするこ

と。 

 

２ 監査委員事務局の強化  

監査体制を充実強化するため、監査委員事務局を必置制と

し、事務局体制を整備するとともに、交付税措置を強化する

こと。  

 

３ 監査委員の独立性の確保  

監査の独立性を図るため、監査委員は議会において選任で
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きるようにすること。 
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第７ 農業・農村振興対策の強化 

 

我が国の農業・農村は、過疎化・高齢化による担い手の減少、

耕作放棄地の増加、国際化の一層の進展等により、深刻な状況に

ある。 

加えて、ＴＰＰ１１協定（環太平洋パートナーシップに関する

包括的及び先進的な協定）、日ＥＵ・ＥＰＡ（日ＥＵ経済連携協

定）は、農業関係者の不安を一層強めている。 

このような厳しい現状を真摯に受け止め、「農林水産業・地域

の活力創造プラン」の目指す、「強い農林水産業」、「美しく活力

ある農山漁村」の構築に向けた取組みを行うことが必要である。 

よって、下記事項の実現を強く要望する。 

 

記 

 

１ 食料・農業・農村施策の推進  

⑴ ｢食料・農業・農村基本計画」を着実に推進するため、所

要の財源を確保の上、地域の実情に応じた政策を総合的か

つ計画的に実施するとともに、その進捗状況を国民に公表

すること。 

⑵ ｢食育推進基本計画」に基づき、地産地消の取組みの推進

や地域農業の活性化に結びつく対策を引き続き推進する 
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こと。 

 

２ 国際協定への取組 

 ⑴ ＴＰＰ１１協定、日ＥＵ・ＥＰＡについては、国内農林

水産物の品質や安全性に対する国民の理解をこれまで以上

に深めるとともに、影響を受ける農林漁業者が希望をもっ

て経営に取り組めるよう、「総合的なＴＰＰ等関連政策大綱」

に基づき、農林水産分野における生産性の向上と競争力の

強化に向けた支援を着実に実施すること。 

 ⑵ ＷＴＯ農業交渉にあたっては、農産物輸出国と輸入国に

適用されるルールの不均衡の是正など我が国の提案が最 

大限反映されるよう、積極的な交渉を行うこと。  

⑶ ＥＰＡ（経済連携協定）、ＦＴＡ（自由貿易協定)交渉に

おいては、我が国農業の実情に配慮した交渉を行うこと。 

 

３ 食の安全・安心の確保 

⑴ 消費者の食の安全・安心に対する関心が高まっているこ

とから、生産者の顔が見える地域の生産活動への支援強化

や、国民への啓発活動を推進すること。 

 また、国産・輸入食品に対する検査・検疫体制を強化す

るとともに、食の安全・安心を確立し、消費者の期待と信

頼の確保に向けた取組を強化すること。 
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⑵ 口蹄疫、高病原性鳥インフルエンザ等の家畜の伝染性疾

病については、国の責任において感染経路や発生原因を早

急に究明し、再発防止のための万全の対策を講じるととも

に、風評被害対策に万全を期すこと。

⑶ 輸入品を含めた農畜産物の安全性を確保するため、ＨＡ

ＣＣＰ（工程管理システム）や食品トレーサビリティ（生

産流通履歴情報把握）のシステム導入に対する支援を拡充

すること。 

４ 農業の持続的な発展 

⑴ 地域農業の担い手の育成・確保にあたっては、多様な経

営形態や地域の実態に応じた対策を講じること。 

また、農業次世代人材投資事業については、新たに農業

を志す人がすべて給付対象となるよう、年齢要件を緩和す

るとともに必要な財源を確保すること。 

⑵ 多面的機能支払交付金、環境保全型農業直接支払交付金

及び推進交付金については、将来にわたって農業・農村の

基盤を支え、環境の保全が図られるよう、地域の実態を踏

まえ、所要額を確保すること。 

また、資源向上支払の対象農用地についても、農地維持

支払と同じく、町村が必要と認める農用地を対象とするこ

と。 
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⑶ 中山間地域等直接支払交付金について、交付単価等要件

の見直しにあたっては、地域の取組に支障を来さないよう、  

必要な財源を確保すること。 

⑷ 農地中間管理機構については、町村に業務を委託する場

合、業務が過大とならないよう配慮するとともに、町村に

実質負担が生じないよう措置すること。 

また、機構集積協力金については、地域の取組に支障を

来さないよう、国において所要額を確保すること。 

⑸ 平成３０年産からの米政策については、米の需給状況に

応じた生産が着実に実施される仕組みの構築をはじめ、生

産者が将来にわたって安定して農業経営に取り組めるよ

う適切な措置を講じること。 

⑹ 経営所得安定対策について、米価の下落等に対するセー

フティネット（融資制度の充実、収入保険制度の導入等）

の整備など経営安定に向けた対策の充実を図ること。 

また、水田活用の直接支払交付金（飼料用米等）に係る

所要額を継続的に確保し、地域の特色のある魅力的な産品

の産地づくりに向けた取組に対する支援を充実すること。 

⑺ 担い手の育成や畜種ごとに応じた畜産・酪農経営安定対

策を推進すること。 

また、配合飼料価格の高騰に対応するため、配合飼料価

格安定制度の適切な運用を図ること。 
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５ 農業基盤の整備促進と農村の振興 

⑴ 農村経済の発展に資するため、農業生産基盤と生活環境

基盤の総合的な整備を推進すること。 

⑵ 野生鳥獣による農作物等の被害に対しては、関係省庁の

連携の下、被害防止に係る抜本的な対策を講じるとともに、

｢鳥獣被害防止特措法」に基づき町村が作成した被害防止

計画が円滑に実施できるよう、鳥獣被害防止総合対策交付

金については、実態を踏まえ所要額を確保すること。 

⑶ 農産物からエネルギーや素材の供給という新たな役割

が期待されるバイオマスについて、特に食料と競合しない

稲わら等の未利用バイオマスの研究開発や利活用のため

の対策を推進すること。  

⑷ 農村を活性化するため、グリーン・ツーリズムをはじめ

とする農村と都市との共生・対流を図るための対策を積極

的に推進すること。 

⑸ 農業・農村の６次産業化の施策の実施にあたっては、農

林水産業と商業、工業が連携する「農商工連携」を踏まえ、

農業経営の所得向上及び農村地域の雇用創出等を講じる

こと。 
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第８ 森林・林業・山村振興対策の強化 

 

我が国の林業は、国産材需要に回復の兆しがあるものの、担

い手の減少や木材価格の低迷により、生産活動が停滞する厳し

い状況にあり、これに伴い、間伐等の施業や伐採後の植林が行

われない森林が増加するなど、森林の機能が著しく低下してい

る。また、依然として外国資本等による山林取得が行われてお

り、我が国の水資源・森林資源の保全がおびやかされている現

状もある。 

一方で、森林の有する自然災害防止、国土保全、水源涵養と

いった多面的機能を恒久的に発揮させることが強く求められ

ている。  

このような厳しい現状を真摯に受け止め、「農林水産業・地域

の活力創造プラン」にかかる施策を着実に推進するために、新

たな木材需要の創出や国産材の安定供給体制の構築等を図り、

林業の成長産業化に向けた取組みを行うことが必要である。 

よって、下記事項の実現を強く要望する。 

  

記 

 

１ 森林・林業施策の推進 

⑴ ｢森林・林業基本計画」に基づき、森林の多面的機能の発
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揮と林産物の安定的供給及び利用に関する目標の達成に 

向けて、森林・林業施策を総合的に実施すること。 

⑵ 平成３１年度税制改正において創設されることとなっ

た森林環境税（仮称）及び森林環境譲与税（仮称）につい

ては、新たな森林管理システム下における都道府県と市町

村の役割分担、市町村の事業実施体制の確保等が円滑に進

むよう、必要な助言や十分な説明を行うなど、制度の円滑

な実施に向けた取組を進めること。 

  また、森林環境譲与税（仮称）を財源として実施する森

林整備等に係る歳出を地方財政計画に的確に反映させる

こと。 

 

２ 森林整備の推進と森林保全対策の充実強化  

⑴ 多様で健全な森林の整備・保全を図るため、新たな「森

林整備保全事業計画」の策定にあたっては、山村地域の過

疎化・高齢化により森林の手入れを行う地域住民が減少し

ていることを踏まえ、着実かつ効果的な整備を推進するこ

と。 

⑵ 新たな森林管理システムの導入にあたっては、地域の実

情に合わせた体制整備が行えるよう、国及び都道府県によ

る支援の強化を図ること。 

⑶ 林地台帳については、平成３１年度より全町村が円滑に
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整備・運用ができるよう、必要な体制整備等の支援を含め、

万全の財政措置を講じること。 

⑷ 官民一体となって適切な森林の整備・保全、国産材利用

などの取組みを行う「美しい森林づくり推進国民運動」を

積極的に推進すること。  

⑸ 外国資本等による森林買収について、貴重な森林資源や

水資源を守るため、有効な対策を検討すること。 

⑹ 山林地域における地籍調査の進捗率が４５％と低いこ

とから、調査を早急に推進し、所有権及び境界等の実態を

速やかに把握すること。 

⑺ 自然災害の防止、水源の涵養など国土保全の重要な役割

を担う保安林の計画的な指定及び整備を推進するとともに、

適切な管理を行うこと。 

⑻ ｢鳥獣被害防止特措法」に基づき町村が作成した被害防

止計画が円滑に実施できるよう、鳥獣被害防止総合対策交

付金については、実態を踏まえ所要額を確保すること。 

また、森林病害虫による森林被害を根絶するため、広範 

な防除対策を積極的に実施すること。  

 

３ 地域林業の体質強化   

⑴ 持続的で健全な林業経営体を育成するため、金融・税制

上の支援措置を拡充すること。 
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⑵ ｢緑の雇用」関連事業の拡充を図り、林業就業者の育成・

確保に関する支援措置を強化すること。 

 また、森林施業プランナーや森林総合監理士（フォレス 

ター）等の人材育成対策を強力に推進すること。 

⑶ 地域林業の中核的役割を担う森林組合等の健全な育成 

を図るため、組織及び経営基盤の強化を推進するための必

要な施策を講じること。 

⑷ 林業・山村の６次産業化の施策の実施にあたっては、林 

業経営の所得向上及び山村地域の雇用創出等を講じること。 

⑸ 山村を活性化し、豊かな山村社会の形成に資するため、

基幹道路網の整備を促進すること。 

⑹ 都市と山村の共生・対流を促進し、里山の再生・整備・

利用を推進すること。 

 

４ 林産物の安定的供給  

⑴ 木材産業の事業基盤を強化し、国際競争力のある国産材

を大量かつ安定的に供給するため、森林施業の集約化を推

進するとともに、木材加工流通拠点施設の整備を促進する

こと。 

⑵ ＣＬＴ（直交集成板）の普及、公共・公用建築物を含む

非住宅分野での木造化の推進、間伐材等の利活用の支援を

強化するため、「林業成長産業化総合対策」に係る経費の所
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要額を確保し、国産材の安定供給と品質向上のための体制

を確立するとともに、木材需要の喚起と拡大を図ること。 

 

５ 国際協定への取組 

 ⑴ ＴＰＰ１１協定、日ＥＵ・ＥＰＡについては、「総合的な

ＴＰＰ等関連政策大綱」に基づき、林産物の再生産が引き

続き可能となるよう、生産性の向上と競争力の強化に向け

た支援を着実に実施すること。 

 ⑵ ＥＰＡ、ＦＴＡ及びＷＴＯ交渉においては、我が国林業

の実情に配慮した交渉を行うこと。 
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第９ 水産業・漁村振興対策の強化 

 

水産物の世界的需要が高まる中、我が国の水産業を取り巻く

環境は、水産資源の枯渇、漁業従事者の減少・高齢化による担

い手不足、輸入の増大による水産物価格の低迷など極めて厳し

い状況にある。 

このような厳しい現状を真摯に受け止め、「農林水産業・地域

の活力創造プラン」の目指す「水産資源の適切な管理と水産業

の成長産業化」に向け、活力ある水産業・漁村を実現すること

が必要である。  

よって、下記事項の実現を強く要望する。 

  

記 

 

１ 水産業・漁村施策の推進 

水産物の安定供給の確保と水産業の健全な発展を図るた

め、「水産基本計画」に基づく施策を総合的かつ計画的に推進

すること。 

 

２ 水産物の安全と安心の確保 

輸入品を含めた水産物の安全性を確保するため、ＨＡＣＣ

Ｐ（工程管理システム）や食品トレーサビリティ（生産流通履
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歴情報把握）システムの導入に対する支援を拡充すること。 

 

３ 水産物の安定的供給の確保   

⑴ 排他的経済水域内等の資源を回復させるため、ＴＡＣ

（漁獲可能量）制度等の適正な運営を図るとともに、資源

管理指針に基づく資源管理計画の高度化に向けた取組に 

必要な財政措置を講じること。 

⑵ 排他的経済水域内における外国漁船の違法操業を防止

するため、監視・指導・取締体制を一層強化すること。 

⑶ 栽培漁業、海面養殖業及び内水面漁業・養殖業の振興を

図るため、「つくり育てる漁業」を推進すること。 

また、養殖業者等の安定的な経営を図るため、魚類防疫

対策を強化すること。 

 

４ 漁場環境保全対策の推進   

⑴ 漁場環境及び生態系の保全を図るため、藻場・干潟の保

全・創造を推進すること。   

⑵ 有害物質、有害プランクトン等による水質汚濁を防ぐた

め、各種水質保全対策を強化すること。 

⑶ 海上災害に起因する海洋汚染の未然防止策を徹底する

こと。   

⑷ 内水面の生態系保全のため、有害生物や外来魚等の対策
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を推進すること。  

 

５ 地域漁業の体質強化 

⑴ 農林漁業用A重油石油石炭税及び軽油引取税に係る税制

特例措置を恒久化すること。 

  また、漁業用燃料緊急特別対策を継続すること。 

⑵ 漁業者が代船建造等の設備投資を円滑に行えるよう、「漁

業経営基盤強化金融支援事業」等による支援を強化するこ

と。 

また、「沿岸漁業改善資金」の償還期限の延長を図ること。 

⑶ 水産加工業及び水産流通業の基盤強化を支援すること。 

⑷ 漁業従事者の確保・育成を図るため、漁業技術の習得や

経営管理能力の向上に関する支援策の継続・拡充を図るこ

と。 

⑸ 「漁港漁場整備長期計画」に基づき、大規模自然災害に

備えた対応力強化や水産業の競争力強化等を推進するとと

もに、「水産基本計画」と連携し、漁港・漁場・漁村の整備

を着実に実施すること。 

⑹ 漁村を活性化するため、漁村の総合的な整備を行うとと

もに、ブルーツーリズムを推進し、漁村と都市との共生・

対流を図ること。 

⑺ 漁業・漁村の６次産業化の施策の実施にあたっては、水
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産業経営の所得向上及び漁村地域の雇用創出等を講じるこ

と。  

 

６ 国際協定への取組 

 ⑴ ＴＰＰ１１協定、日ＥＵ・ＥＰＡについては、「総合的な

ＴＰＰ等関連政策大綱」に基づき、水産物の再生産が引き

続き可能となるよう、生産性の向上と競争力の強化に向け

た支援を着実に実施すること。 

 ⑵ ＥＰＡ、ＦＴＡ及びＷＴＯ交渉においては、我が国水産

業の実情に配慮した交渉を行うこと。 
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第 10 中小企業振興対策の強化 

我が国の経済は、緩やかに回復しているものの、中小企業は、

引き続き、厳しい経営環境や雇用情勢に置かれている。  

経済活力の源泉である中小企業を活性化し、地域再生を図る

ためには、地域産業の育成、人材の確保、中心市街地の活性化

など総合的な施策を展開することはもとより、即効性のある経

済対策を引き続き実行することが極めて重要である。   

よって、下記事項の実現を強く要望する。 

記 

１ 中小企業振興対策の拡充 

 「小規模企業振興基本計画」の見直しにあたっては、小規

模事業者や地域経済の実態を踏まえた内容とし、地域商工業

の持続的な発展に向けた支援を推進すること。 

２ 地域産業の育成及び人材の確保  

⑴ 地域経済の活性化を図るため、地域の産学官金ネット

ワークの強化によるイノベーション創出環境の整備や研究

開発等に積極的に支援すること。

⑵ ｢中小企業地域資源活用促進法」に基づき、地域資源や技
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術を活用した新たな産業の創出や起業を行うための支援を

拡充すること。 

⑶ ｢中小企業新事業活動促進法」に基づき、中小企業におけ

る新連携、創業、経営革新への取組みを支援するための施

策を充実すること。   

⑷ 伝統的工芸品産業の振興を図るため、技術の承継、意匠

の開発を図るとともに、製作、販売の場の提供などに対し

積極的な支援を行うこと。   

⑸ 中小企業の健全な発展のため、中小企業の中核を担う人

材を確保・育成する事業を拡充すること。 

  また、商工会等の中小企業を支援する人材の確保とその

資質を向上させるための事業を充実すること。  

⑹ 農林水産業者との連携により新商品の開発や販路の拡大

を図る農商工連携については、地域経済の活性化につなげ

るための支援策の強化を講じること。 

 

３ 町村の中心市街地の活性化 

⑴ 地域中小小売店の振興を図るとともに、空洞化が深刻化

している町村の中心市街地を活性化させるため、商業基盤

設備及び商業施設の整備促進を図ること。 

 また、地域コミュニティを担う商店街において、空き店

舗への店舗誘致、買い物バスの運行など、地域商業の活性
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化の取組みに対する総合的な支援を行うこと。 

⑵ 大型商業施設の立地については、周辺市町村による広域

調整による仕組みを導入するとともに、公共的見地に立っ

た土地利用制度の確立を図ること。  

 

４ 中小企業金融対策の充実強化  

資金繰りが悪化している中小企業の事業継続や雇用を守

るため、資金需要に十分対応しうる信用保証や融資制度の拡

充等の支援を継続すること。 
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第 11 環境保全対策の推進 

 

地球温暖化対策など環境問題が世界的な取組みとなる中で、

町村においても、地球温暖化対策を推進していくことが求めら

れている。 

これを実現するため、温室効果ガスの排出削減、自然の恵み

の享受と継承、３Ｒ〔リデュース（発生抑制）、リユース（再使

用）、リサイクル（再利用）〕の資源生産性を高める取組を一層強

化するとともに、町村が廃棄物処理や環境保全を総合的、計画

的に展開する必要がある。  

よって、下記事項の実現を強く要望する。  

 

記 

 

１ 地球温暖化対策の推進   

⑴ 町村が、その自然的社会条件に応じた地球温暖化対策の

取組みを推進できるよう、必要な税財政上の措置その他の

措置を講じること。 

⑵ 町村の「実行計画」に設定した温室効果ガス削減目標を

達成できるよう、積極的な支援体制を構築すること。 
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２ 循環型社会システムの構築  

⑴ ｢第４次循環型社会形成推進基本計画」に基づき、循環型

社会形成に関する取組を総合的に推進すること。 

⑵ 容器包装リサイクル制度の見直しにあたっては、制度を

維持するため、循環型社会づくりの基本理念である拡大生

産者責任の原則に基づき、デポジット制度の導入など事業

者責任の強化を図るとともに、分別収集・選別保管にかか

る町村と事業者の費用負担及び役割分担を確立すること。 

⑶ 使用済小型電子機器等の再資源化は極めて重要であり、

リサイクルの推進にあたっては、分別収集の事務を担う町

村の財政負担とならないよう万全の措置を講じること。 

なお、制度の見直しにあたっては、町村の実態を十分  

に踏まえること。 

⑷ 家電リサイクル制度の見直しにあたっては、家電リサイ

クル料金を販売価格に含めるよう家電リサイクル法の改正

を図るとともに、町村の意見を十分踏まえ、対象品目の見

直しを行うこと。 

また、不法投棄された廃家電の回収費用について、町村

の財政負担とならないようにすること。 

⑸ 不法投棄車の回収費用について、町村の財政負担となら

ないようにすること。  
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３ 廃棄物処理対策の充実強化   

⑴ ｢廃棄物処理施設整備計画」に基づき、一般廃棄物処理の

３Ｒ〔リデュース（発生抑制）、リユース（再使用）、リサイ

クル（再利用）〕の推進及び廃棄物系バイオマスの利活用を

図るなど、廃棄物処理施設の計画的な整備を推進するととも

に、財政措置を充実強化すること。  

⑵ 廃棄物処理施設の解体に係る適切な財政措置を講じるこ

と。   

⑶ 産業廃棄物処理については、最終処分場の確保に対し、必

要な財源措置を行うとともに、周辺地域の環境保全に対し、

万全を期すること。  

⑷ 産業廃棄物の不法投棄については、監視体制の充実によ

り、未然に防止するための対策を強化すること。 

⑸ 海岸漂着物対策を推進するための財政上の措置その他総

合的な支援の措置を実施するため必要な法整備を早急に図

ること。 

また、現行の海岸漂着物地域対策推進事業については、今

後とも継続し、町村の財政負担が生じないよう万全の措置を

講じること。 

なお、近年相次ぐ漂着木造船等については、回収・処理に

あたる町村の実情を十分に考慮し、迅速な対応ができるよう

財政支援の早期確定等、弾力的な運用を図ること。 
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⑹ 座礁船の船体撤去については、無保険等により地方公共

団体がやむを得ずその費用を負担する場合があるため、全

て国の責任において必要な措置を講じること。  

 

４ 有害化学物質対策の強化   

⑴ ダイオキシン類等の有害化学物質の発生を防ぐため、ダ

イオキシン類排出抑制等の技術支援を強化すること。 

⑵ 生体に悪影響を及ぼすとされるいわゆる環境ホルモン

について、早急にその有害性及び環境リスクを解明し、法

規制などの抜本的対策を講じること。  
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第 12 情報化施策の推進 

 

 すべての国民が平等にＩＣＴ（情報通信技術）を活用し、そ

の恩恵を享受できる社会を実現するためには、ＩＣＴ基盤の整

備促進、デジタル・ディバイドの解消、電子自治体の推進、人

材の育成など総合的な情報化施策の推進が不可欠である。 

 また、マイナンバー制度については、円滑な運用が必要であ

る。  

よって、下記事項の実現を強く要望する。 

  

記 

 

１ 情報化施策の推進   

⑴ 住民基本台帳ネットワークシステムの運用については、

市町村の事務負担の軽減を図るとともに、市町村が行う 

バックアップ、個人情報保護及びセキュリティ対策に対す

る技術的支援を充実すること。 

⑵ 総合行政ネットワーク（ＬＧＷＡＮ）の利活用の一層の

促進を図るとともに、市町村における行政専用のネット 

ワークへのアクセス回線の増強に必要な財政措置を充実強

化すること。 

⑶ 地域情報化のための地域公共ネットワークの整備を推
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進するとともに、地理的条件不利地域におけるデジタル・

ディバイドを解消するため、移動通信用鉄塔、民放テレビ

放送難視聴解消施設、インターネット基盤、光ファイバ網、

ＣＡＴＶ施設等の整備を促進すること。 

  また、光ファイバ等の基盤整備後の維持・更新に要する

経費の財政支援を講じること。 

⑷ 障害者、高齢者等を含めた誰もがＩＣＴを活用できる情

報バリアフリー環境を実現するための措置を講じること。 

⑸ ＩＣＴ社会に対応した人材を育成するため、学校教育の

情報化、情報リテラシーの向上、専門家の育成など総合的

な施策を展開すること。 

 

２ マイナンバー制度の円滑な運用   

⑴ マイナンバー制度における個人情報保護方策やセキュ

リティ対策に係る国民の不安を払しょくするため、万全の

措置を講じた上で、制度の安全性や信頼性を国民に丁寧に

説明すること。 

  また、システムの運用にあたっては、安定的な稼働を図

り、マイナンバーカードの円滑な交付に万全を期すること。 

⑵ マイナンバー制度にかかる事務経費については、全額国

の負担とすること。 

また、システム改修や維持管理にかかる経費については、
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町村に超過負担が生じることのないよう、国の責任におい

て財源を確保すること。
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第 13 地域保健医療の向上 

 

我が国の医療をとりまく環境は、産科医、小児科医をはじめ

とする医師不足や診療科及び地域における医師の偏在の問題

など極めて深刻な状況にある。  

また、地域医療の確保のため重要な役割を果たしている自治

体病院等は、採算性の確保が難しい医療を担っていることなど

から、その多くが厳しい財政状況にある。  

よって、下記事項の実現を強く要望する。  

 

記 

 

１ 地域保健医療の充実強化 

⑴ 産科医・小児科医・麻酔科医等をはじめとする医師不足

や女性医師の離職、出産・育児等との両立、地域間・診療

科間の医師偏在の実態を踏まえた医師確保対策を講じるこ

と。 

  また、新たな専門医制度については、医師の偏在を助長

することなく、地域医療を担う医師が十分確保される仕組

みとすること。 

⑵ 過疎地域等への医師の勤務を義務付ける全国的なシス

テムを緊急に構築すること。 
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⑶ 保健師、助産師、看護師、薬剤師、栄養士等の専門職の

養成・確保及び勤務環境の改善を促進するとともに、地域

の偏在について早急に改善策を講じ、地域の実情に即した

保健医療体制を構築すること。 

⑷ 地域医療の中核として重要な役割を果たしている自治

体病院等が健全かつ安定した経営を維持できるよう適切な

財政措置を講じること。 

⑸ 地域医療介護総合確保基金については、地域の実情に応

じた基盤整備ができるよう、必要な財源を確保するととも

に、町村に十分配慮した配分とすること。 

⑹ 消費税率１０％への引上げにあたっては、病院事業の負

担が増大することから、十分な支援策を講じること。 

⑺ 周産期医療及び小児救急医療をはじめとする救急医療

体制の体系的な整備を推進するとともに、十分な財政支援

を講じること。 

また、産科、小児科に対する診療報酬の改善を図ること。 

⑻ アスベストによる健康被害者の救済、今後の被害を未然

に防止するため、アスベスト問題に係る総合的な対策を強

化し、万全の措置を講じること。 

 

２ へき地保健医療の確保 

⑴ へき地における医療施設の整備、医療従業者の確保、情
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報通信の活用等、総合的なへき地保健医療対策を一層推進

すること。 

⑵ へき地における総合医の養成・確保については、早急に

対策を講じること。 

⑶ ドクターヘリ等救命救急ヘリコプター、巡回診療車（船）

等の適切な運用を図ること。
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第 14 医療保険制度の改善 

 

地方においては、依然として厳しい経済情勢が続いており、

高齢者や低所得者の増加、医療費の増嵩等により、住民の命を

支える国民健康保険財政は極めて厳しい状況にある。 

国民健康保険は、平成３０年度から都道府県が財政運営の責

任主体となり、新たな制度に移行されたが、安定的な財政運営

や効率的な事業の確保等に向けては課題が残されている。 

国民皆保険制度を堅持するには、医療保険間における保険料

負担の格差・不平等の解消を図り、国保と被用者保険との一本

化が必要である。 

また、高齢者医療制度については、将来にわたる持続的かつ

安定的な運営の確保が必要である。 

よって、下記事項の実現を強く要望する。  

 

記 

 

１ 医療保険制度の一本化の積極的な推進 

我が国の医療保険制度の将来像を明確化し、各医療保険制

度間の給付と負担の公平化を図るため、全ての国民を対象と

した医療保険制度の一本化を積極的に推進すること。 
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２ 国民健康保険制度の安定的な運営 

⑴ 国民健康保険については、平成３０年度から都道府県が

財政運営の責任主体となり、財政基盤の強化の面で一定の

前進が図られたところであるが、今後の医療費の増嵩に対

応し、将来にわたって制度の安定的かつ持続的な運営を確

保する観点から、国が主体となって運営すること。 

⑵ 国民健康保険については、新制度の運用状況や今後の医

療費の増嵩、加入者の動向等を踏まえ、各自治体の実情に

応じて財政支援を講じるなど、国保基盤の強化を図ること。 

⑶ 都道府県と市町村の役割分担や各種制度の見直し等に

より、システムの更改等が必要となる場合には、そのため

の経費について、国の責任で全額措置すること。   

⑷ 普通調整交付金が担う自治体間の所得調整機能は極め

て重要であることから、新制度施行後においても引き続き

堅持すること。 

⑸ 診療報酬体系及び薬価基準を見直し、医療費の適正化を

図ること。 

⑹ 都道府県において保険料水準の平準化や保険料算定方

式の統一への取組みを拙速に進めることのないよう、国は

各都道府県の動向を注視し、適切な助言を行うこと。 

⑺ 子どもの医療費助成等の地方単独事業を実施している

市町村に対する国民健康保険の国庫負担減額調整措置に
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ついては、極めて不合理な措置であることから全面的に廃

止すること。 

⑻ 難病等の特殊な疾病については国の負担とすること。 

⑼ 特定健康診査・特定保健指導が円滑に実施されるよう適

切な措置を講じること。  

 

３ 高齢者医療制度の安定的な運営  

⑴ 高齢者医療制度については、財政基盤の強化及び運営責

任の明確化などの観点から、国が主体となって運営すべき

であるが、後期高齢者医療制度は定着していることから、

当面は現行の枠組みを維持し、必要な改善を加えながら、

安定的な運営の確保に努めること。 

また、制度の必要な見直しを行う場合には、地方と十分

協議を行うこと。 

⑵ 後期高齢者医療制度の保険料軽減特例の見直しにあ 

たっては、きめ細かな激変緩和措置を講じるなど、被保険

者が混乱しないようにすること。  
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第 15 介護・高齢者福祉の充実強化 

 

我が国の高齢者の人口割合は、世界最高水準となっており、

今後もますます高齢化が進行することが見込まれている。 

こうした中、高齢者が生きがいを持ち、安心して暮らせる社

会をつくるため、介護・高齢者福祉施策のさらなる充実を図る

必要がある。  

特に、介護保険制度については、高齢化の進展に伴い、サー

ビス利用者の数は増加の一途を辿り、総費用は年々増加し、市

町村における地域間格差も生じている。  

高齢者が住み慣れた地域で生活を維持できるようにするた

めには、地域包括ケアシステムの構築を実現し、同制度の円滑

かつ安定的な運営を図ることが喫緊の課題である。 

よって、下記事項の実現を強く要望する。 

 

記 

 

１ 介護保険制度の円滑かつ安定的な運営 

⑴ 介護保険制度については、将来にわたり安定的で公平か

つ公正な制度として維持していく観点から、国が主体と 

なって運営すべきであるが、まずは、都道府県で運営を行

うこと。 
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⑵ 介護サービスが適切に実施できるよう、介護基盤の整備

を促進するとともに、介護従事者の養成・確保及び処遇の

改善等について、必要な財政措置を講じること。 

⑶ ｢自立支援」と「在宅重視」の基本理念に則り、被保険者

が重度の要介護状態になった場合においても、可能な限り

在宅生活が継続できるよう在宅支援体制の整備を図ること。 

⑷ 調整交付金については、国庫負担の外枠として措置する

こと。 

また、調整交付金は保険者の責めによらない要因による

第１号保険料の水準格差の調整を行うものであることか

ら、その機能を引き続き堅持すること。 

⑸ 財政安定化基金に係る財源は町村の負担としないこと。 

⑹ 介護報酬の算定基準について、事業者が適切な運営と 

サービスの質の確保ができるよう、各種介護保険サービス

の実態を十分踏まえ、適切な見直しを行うこと。  

また、地域性にも十分配慮したものとすること。 

⑺ 地域医療介護総合確保基金については、地域の実情に応

じた基盤整備ができるよう、必要な財源を確保するととも

に、町村に十分配慮した配分とすること。 

⑻ ｢介護予防・日常生活支援総合事業｣を円滑に実施するた

め、町村の実情を踏まえ、十分な財政措置を講じるととも

に、人材や受け皿の確保、生活支援サービス等を担うＮＰ
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Ｏやボランティア等の参入促進のための支援策を充実す

ること。 

⑼ 中山間地域や離島等においても介護サービスが適切に

提供できるよう、サービス提供事業者が進出しやすいよう

な新たな支援策を講じること。 

⑽ 保険者機能強化推進交付金の前提となる指標を用いた

取組の評価については、地域によって不公平が生じること

のないようにするとともに、保険者の制度運営に支障を来

さないようにすること。 

  また、保険者機能強化推進交付金の財源に調整交付金を

活用しないこと。 

⑾ 認定調査員、介護支援専門員、認定審査会委員、地域生

活支援コーディネーター等の研修を充実すること。 

 

２ 高齢者福祉の充実 

⑴ 認知症の高齢者に対する総合的対策の推進を図ること。

⑵ 働く意欲のある高齢者が多様な就業の機会を確保でき 

 るよう、雇用対策を充実させること。 
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第 16 少子化・社会福祉対策の強化 

 

我が国の少子化傾向は深刻な状況にあり、こうした少子化と

急激な高齢化が同時に進行することで、社会・経済・地域など

幅広い分野に大きな影響を与えており、早急な対応が必要であ

る。 

また、障がい者及び障がい児が自立した日常生活を営み、積

極的に社会参加ができるよう、福祉施策を推進する必要がある。 

よって、下記事項の実現を強く要望する。  

 

記 

 

１ 少子化対策の推進   

⑴ 市町村が地域の実情に応じサービスを安定的に実施でき

るよう、子ども・子育て支援新制度の量及び質の充実に向

けて、必要な財源を確実に確保すること。 

⑵ 幼児教育・保育の無償化の実施にあたっては、地域の実

情や多様な保育形態等を踏まえ、保育の質の確保を前提と

して、対象者及び対象施設の公平性を確保するとともに、

国の責任において、必要な地方財源を確実に確保すること。 

  また、新たに生じる地方の事務負担については、軽減を

図るとともに、十分な財政措置を講じること。 
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⑶ 地域の実情に応じた多様な保育を提供するため、保育所

整備の促進、放課後児童クラブの拡充等を図り、子育て支

援施策を総合的に推進すること。   

⑷ 保育士の養成・確保を図るとともに、処遇改善等の対策

を強化すること。 

⑸ 中学校卒業までの医療費の無料化を全国一律の制度とし

て創設すること。 

⑹ 男女共同参画社会の実現に向け、第４次基本計画を着実

に推進すること。 

⑺ 若者の就労支援等の自立促進を図ること。 

 

２ 障がい者福祉対策の強化  

⑴ ｢障害者総合支援法」に基づく事業を実施主体である市町

村が安定的に運営できるよう、地域の実情を十分踏まえ、

必要な財源を確保すること。 

⑵ 障害者（児）施設の整備促進を図るとともに、各種公共

施設及び公共交通機関のバリアフリー化に係る適切な措置

を講じること。 
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第 17 教育・文化の振興 

 

将来を担う子どもや青少年の育成を目指して創造的で豊か

な心を育てる教育の実現を期するとともに、国民の生涯にわた

る教育、文化等の振興・充実を図る必要がある。 

よって、下記事項の実現を強く要望する。  

 

記 

 

１ 義務教育の充実改善  

⑴ 地域の実情に応じ、創意・工夫をこらした教育を行うた

め、教職員の人材確保等において地域間格差が生じること

のないよう十分に配慮した上で、権限及び財源を地方に移

譲すること。 

⑵ 加配定数を含む教職員定数の在り方を見直して機械的

に削減することは、強制的な学校の統廃合につながり、地

域コミュニティの衰退を招くことから、決して行わないこ

と。 

⑶ 地域の実情に応じたきめ細かな指導を行うため、少人数

教育を推進し、複式学級を含む学級編制及び教職員定数の

標準を見直すとともに、必要な財政措置を講じること。 

⑷ 小・中学校の普通学級に在籍する障がいのある児童・生
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徒に対する教職員、支援員等の配置や施設整備について十

分な財政措置を講じるなど、特別支援教育の充実を図るこ

と。 

 

２ 児童生徒の安全対策等の強化   

⑴ 登下校中に児童生徒が犯罪に巻き込まれる事件が多発

していることから、安心して学べる環境を確保するため、

通学路や小中学校内の警備・警戒体制を強化する「地域ぐ

るみの学校安全体制整備推進事業」について必要な財政措

置を講じること。 

⑵ 児童生徒が一日の大半を過ごす学習・生活の場であると

同時に、大地震など災害時における地域住民の応急避難場

所の役割を果たすことから、学校施設の老朽化対策及び防

災機能強化について必要な財政措置を講じること。 

また、学校施設や通学路等の安全確保のため、現行法令

に適合しない又は危険な状態にあるブロック塀等を即時に

撤去・改修できるよう、技術的支援や国庫補助制度等財政

支援の拡充を図ること。 

⑶ いじめ、暴力行為や不登校など児童生徒の問題が依然と

して憂慮すべき状況にあり、高度に専門的な知識・経験を

有する「スクールカウンセラー」を活用するなど学校にお

けるカウンセリング機能を拡充するとともに、効果的に配
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置できるよう適切な措置を講じること。 

 

３ 学校における食育の推進 

学校給食における地場産物の活用や米飯給食を充実する

とともに、学校における食育の推進を図ること。 

 

４ へき地学校の通学条件の改善 

遠距離通学費及びスクールバス・ボート等購入費に対する

必要な財政措置を講じること。 

 

５ 小・中学校等放送受信料免除措置の継続  

小学校、中学校等に対する放送受信料免除措置は、今後と

も継続すること。 

 

６ 青少年健全育成対策の充実 

青少年がインターネットを介して犯罪やトラブルに巻き

込まれるケースが増えていることから、家庭、学校並びに地

域社会が一体となって健全育成機能の強化と青少年を取り

巻く社会環境の整備等、基本的かつ総合的な対策の充実強化

を図ること。 
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７ スポーツ・文化施設の長寿命化、機能向上等 

老朽化したスポーツ・文化施設の安全の確保、長寿命化の

ための施設改修や建替え・新設、各種装置の高度化、施設の

多機能化、省エネルギー化・バリアフリー化等の機能向上に

対する国の財政措置を創設すること。

８ ２０２０年東京オリンピック・パラリンピック開催に向け

た取組支援 

  東京オリンピック・パラリンピックに向けて、文化スポー

ツを活かしたまちづくりのために、ユニバーサルデザインや

バリアフリー化の推進を含め、地方が実施する基盤施設の整

備や既存施設の更新・機能向上に対する財源措置、日本の伝

統文化を発信する場の創設、地域の特色ある産物の普及促進、

地方における選手強化の取組や事前キャンプ地の誘致など、

地方の取組を支援すること。 

９ 文化財保護の充実 

文化財の保存・活用等に係る取組を推進するとともに、市

町村が行う文化財保護・保存措置の経費に対する十分な財政

措置を講じること。
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第 18 生活環境施設の整備促進 

水・緑豊かで潤いや景観、文化、観光交流等に配慮した環境

整備を推進し、豊かさを実感できる地域社会を構築する必要が

ある。  

また、近年、適切な管理が行われていない空き家が増加し、

その老朽化に伴い、衛生、景観などの面で問題が深刻化してい

るため、空き家に対する総合的かつ計画的な施策を推進する必

要がある。  

よって、下記事項の実現を強く要望する。 

記 

１ 水道施設の再構築及び安全強化 

老朽化した水道施設の再構築事業及び安全強化について

財政措置を講じること。  

２ 汚水処理施設の整備促進  

⑴ ｢社会資本整備重点計画」に基づき、町村の汚水処理施設

整備を重点的に推進するとともに、財政措置を充実するこ

と。

また、特定環境保全公共下水道事業の整備の促進を図る
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こと。 

⑵ 生活排水等による公共用水域の汚濁防止等を推進するた

め、浄化槽設置整備事業及び浄化槽市町村整備推進事業の

推進を図ること。  

 

３ 上水道・簡易水道・下水道事業の安定的経営の確保  

⑴ 上水道・簡易水道・下水道事業については、サービスを

将来にわたり安定的に提供していくため、広域的な連携・

協力体制の構築など広域化の推進が重要であり、技術的・

人的支援と併せ、財政措置を充実・強化すること。 

  また、上水道事業統合後の旧簡易水道事業に対し、従前

のサービス水準が維持できるよう、統合前と同様の国庫補

助対象とすること。 

 ⑵ 経営環境が厳しさを増している上水道・簡易水道・下水

道事業の公債費負担を軽減し将来にわたる経営の安定化に

資するため、これらの事業に係る既往の公営企業債につい

て、公営企業借換債（補償金免除繰上償還）制度を復活す

ること。 

 

４ 公園等の整備促進   

⑴ ｢社会資本整備重点計画」に基づき、町村の公園整備を重

点的に推進するとともに、財政措置を充実すること。 
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⑵ 良好な水辺空間を創造する事業や多自然川づくりなど、

潤いのある河川環境を保全・創出する事業を積極的に推進

すること。  

 

５ 空き家対策の推進 

  町村が空き家対策を適切かつ円滑に実施できるよう、町村

の空き家対策に要する費用、特に行政代執行の費用等に対し、

必要な財政上の措置を講じること。 

  また、空き家等の利活用を促進するための支援制度を拡充

すること。   
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第 19 消防体制の強化 

 

地域住民の生命・財産を守るため、消火・救急・救助体制の

整備を促進するとともに、消防団の充実を図るなど、消防力を

強化することが必要である。  

よって、下記事項の実現を強く要望する。  

 

記 

 

１ 消防体制の充実強化   

⑴ 消防の広域化にあたっては、引き続き町村の実情を十分

考慮し、必要な財政措置を講じること。 

⑵ 多様化する災害に対応するため、消防の科学化を促進す

るなど消防防災施設整備について、適切な措置を講じるこ

と。 

⑶ 緊急消防援助隊設備整備費補助金に係る零細補助基準

額の引き下げ及び実勢価格に合った基準額の見直しを行う

とともに、所要額を確保すること。 

⑷ 災害時において的確な情報の収集・伝達を行うため、防

災行政無線のデジタル化の整備をはじめ高度防災情報通信

体制の整備促進を講じるとともに、財政措置を充実強化す

ること。  

－93－



⑸ 救急現場・搬送途上の医療を充実するため、高規格救急

自動車、消防防災ヘリコプター、高度救命処置用資機材等

の整備を推進するとともに、救急救命士の養成確保と能力

拡大を図ること。 

⑹ 山村豪雪地域、過疎地域、離島等の厳しい自然条件下に

ある町村に対し、それぞれの実情に即応した消防施設の整

備について、適切な措置を講じること。 

 

２ 消防団の充実強化  

消防団は地域防災体制の中核的存在として重要な役割を

果たしているため、「消防団を中核とした地域防災力の充実

強化に関する法律」に基づき、消防団員の確保、施設装備の

充実及び教育訓練の改善等、消防団の充実強化が図れるよう、

必要な措置を講じること。  

 

３ 国民保護法制の円滑な運用  

国民保護に必要な資機材等の整備支援や地方公共団体の

危機管理研修の充実強化等、有事における国民保護に関する

措置を充実すること。 

 

 

－94－



第 20 人権擁護の推進 

 

我が国においては、基本的人権の尊重を基本理念の一つとす

る「日本国憲法」の下で、国及び地方公共団体により、人権に

関する諸制度の整備や諸施策の推進が図られてきた。 

しかしながら、人権侵害、障害を理由とする差別の問題や、

我が国固有の人権問題である同和問題も依然として存在して

おり、引き続き問題の解決に向けた積極的な取組みが必要であ

る。  

よって、下記事項の実現を強く要望する。  

 

記 

 

１ 「部落差別の解消の推進に関する法律（部落差別解消推進

法）」に基づき、人権教育及び人権啓発に関する施策をさらに

推進すること。 

 

２ 「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律（障害

者差別解消法）」に基づき、町村が実施する社会的障壁の除去

のための取組に対し、十分な財政措置を講じること。 

 

３ 「地対財特法」失効に伴い一般対策に移行した事業を引き
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続き円滑に実施できるよう十分な財政措置を講じること。 

 

４ 独立性、迅速性、専門性を備えた実効性のある人権救済制

度を早急に確立すること。 
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第 21 交通体系の整備促進 

 

日常生活の基盤としての町村道、並びに高速自動車国道等の

道路網の整備を図るとともに、地方における交通体系を整備促

進する必要がある。  

よって、下記事項の実現を強く要望する。 

  

記 

 

１ 道路網の整備促進   

⑴ ｢社会資本整備重点計画｣に基づき、町村道の整備を重点

的に推進するとともに、地域生活に密着した道路整備が安

定的に実施できるよう、財政措置を充実すること。 

⑵ 高規格幹線道路、地域高規格道路の整備及びこれに関連

する幹線道路の整備を推進すること。 

⑶ 道路整備における｢事業の必要性」･「費用対効果｣の判断

にあたっては、町村の意見を十分踏まえ、災害防除対策、

交通安全施設整備など地域の実情を適切に反映すること。 

⑷ 国道・都道府県道及び市町村道の均衡ある道路網の整備

を推進するため、適切な財政措置を講じること。 
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２ 地域交通対策の促進   

⑴ 地域住民に不可欠な地方バス路線については、赤字路線

を多く抱える町村の実情に鑑み、路線維持対策に必要な財

政措置を講じること。 

⑵ 離島航路、ローカル鉄道などの地域公共交通の維持・再

生については、適切な財政措置を講じること。 

 

３ ＪＲ北海道等に対する支援 

ＪＲ北海道等の民営化後の経営は、社会環境の変化や経営

安定基金の運用益の低迷等により巨額の赤字が見込まれる

など、安定化には程遠い状況にある。 

地域住民の通学・通勤などの足として重要な役割を担うと

ともに、地域の経済活動の基盤となるＪＲの全国鉄道網を維

持するため、ＪＲ北海道等に対し、脆弱な経営基盤を再建し、

将来にわたり安定した経営を行うことができるよう、積極的

な支援を行うこと。 

 

 ４ 鉄道、空港、港湾の整備促進   

⑴ 整備新幹線の建設中区間の建設を促進するとともに、未

着工区間についても整備スケジュールを明確化するなど、

新幹線鉄道網の整備を推進すること。 

⑵ 新幹線の基本計画路線については、整備計画路線への格
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上げに向け必要となる調査を早期に実施すること。 

⑶ 地方空港路線が地方の産業・経済及び地域住民の生活に

非常に多くの便益を与えていることを踏まえ、全国の航空

ネットワーク及び地方路線の維持のための措置を講じるこ

と。 

⑷ 国内及び国際物流と交流の拠点となる港湾施設の整備を

推進すること。 
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第 22 国土政策の推進 

少子・高齢化の急速な進展、グローバル化、ＩＣＴの発展等

環境の変化に即応して、国土の均衡ある発展を推進する一方、

国土の保全に努める必要がある。  

また、エネルギーは国民経済の健全な発展と国民生活の安定

のために不可欠であることから、エネルギー政策は安全性を前

提とした上で、エネルギーの安定供給を第一とし、経済効率性

の向上による低コストでのエネルギー供給を実現し、同時に、

環境への適合を図ることが必要である。 

よって、下記事項の実現を強く要望する。 

記 

１ 国土形成計画法に基づく「国土形成計画」の推進 

国土形成計画（全国計画）に基づき、人口減少の克服・地

方創生の観点から、都市と農山漁村の共生する社会が実現さ

れるよう、町村の取組を積極的に支援すること。

２ 社会資本の老朽化対策 

防災・減災に資する国土強靭化に向け、社会資本の老朽化

対策を総合的に推進すること。とりわけ、橋梁・トンネルの
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修繕や点検に対しては、技術的・人的支援や必要な財政措置

を講じること。  

 

３ 国土保全対策の強化 

⑴ ｢社会資本整備重点計画｣に基づき、治水事業、急傾斜地

崩壊対策事業、海岸事業の積極的な推進を図ること。 

⑵ 電気・ガス、上下水道等のライフライン施設や基幹とな

る交通・通信施設等の災害に対する安全性・信頼性を強化

すること。 

 

４ 国土調査事業の強化及び土地台帳の制度化  

全国の土地所有・利用実態を速やかに把握するため、土地

台帳制度を構築し、地籍調査については公共事業により推進

を図ること。  

 

５ 所有者不明土地対策の推進 

 所有者不明土地については、収用手続きの簡素化や利用権

の設定等円滑な利用が可能となるが、今後、一層増加するこ

とが見込まれることから、発生を予防する仕組みや放棄され

た土地の管理責任の所在等、土地所有の在り方の検討を早急

に行うこと。 

 

－101－



６ エネルギー対策の推進   

⑴ エネルギーの安定供給のためエネルギー需給構造を確

立すること。 

⑵ 再生可能エネルギーの導入拡大に向け、積極的な支援や

財政措置を講じること。 

⑶ 住民生活や企業活動・雇用に影響を及ぼすことのないよ

う、電力の安定供給に努めるととともに、発電コストの増

加を抑え、安易に電気料金の引き上げを行わないようにす

ること。 

⑷ 原発の安全規制体制に対する信頼性を回復するため、国

による検査・監督を実施・強化するとともに、地元町村へ

の迅速な情報提供の徹底を図ること。  

⑸ 原発の再稼働にあたっては、新規制基準のもと、未曾有

の自然災害等を想定した検証を徹底的に行うとともに、地

元町村や住民の十分な理解を得ること。 

⑹ エネルギー施設の立地地域に対して、電源立地地域対策

交付金をはじめとする財政措置の充実強化を図ること。 

  

７ 水資源対策の推進   

⑴ 水源地域における生活環境、産業基盤を整備し、水源地

域住民の生活の安定と福祉の向上を図るため、水源地域対

策特別措置法成立前の既設ダムを有している町村を含め、
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ダム所在町村に対するきめ細かな財政措置を講じること。 

また、水道の安全性を確保する観点から、水源地域と上

下流に渡る河川における廃棄物の不法投棄及び有害物質

の排出抑制のための監視・指導を行う枠組みの策定等を早

急に構築すること。 

⑵ 今後の水資源政策の推進にあたっては、各水系の新たな

水資源開発基本計画（フルプラン）の策定を含め、大規模

災害や異常渇水をはじめとするさまざまな危機時において、

必要な水が安定的に確保できるよう「リスク管理型の水安

定供給」に向けて必要な対策を講じること。 

⑶ 水源複層林の整備及び水源林対策の拡充を図るととも

に、放置山林の対策を強化すること。 

⑷ 外国資本等による水源地やその周辺地域の買収等につ

いて、安全保障及び公益性の観点から、「国民共有の貴重な

財産」である水資源を守るため、有効な対策を検討するこ

と。 

－103－



第 23 北方領土の早期返還の実現、竹島の領土権確立 

及び尖閣諸島海域での安全操業の確保 

 

歯舞群島、色丹島、国後島、択捉島からなる「北方四島」及び

島根県隠岐島北西約１５８ｋｍに位置する「竹島」、南西諸島西

端に位置する「尖閣諸島」は我が国固有の領土である。  

しかしながら、北方四島及び竹島の領有権に係る問題は、長

年にわたる交渉にもかかわらず、未だ解決されていない。  

また、尖閣諸島海域への中国の公船や漁船による侵犯が頻発

しており、我が国の漁業の安全な操業に影響を及ぼしている。 

国においては、これらの問題の解決のため、精力的に外交交

渉を行う必要がある。   

よって、下記事項の実現を強く要望する。  

 

記 

 

１ 北方領土の早期返還の実現 

北方領土の早期返還は、国民の多年にわたる念願であり、

国は、日ロ両国首脳の合意である「日ロ関係に関する東京宣

言（平成５年１０月）｣等を踏まえ、今後も引き続き、北方四

島の早期返還実現のため、粘り強く外交交渉を続けるととも

に、国民世論の啓発及び国際世論の喚起に積極的に努めるこ
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と。 

 

２ 竹島の領土権確立 

⑴ 我が国固有の領土である竹島の領土権を侵害する動き

に対しては、厳重に抗議を行うとともに、国際司法裁判所

における解決を含め、領土権の早期確立に向けた強力な外

交交渉を行うこと。 

⑵  竹島周辺漁業における安全操業の確保を図ること。 

⑶  竹島問題に対する取り組みを北方領土と同様に強化する

とともに、国民への積極的な啓発活動を展開すること。 

 

３ 尖閣諸島海域での安全操業の確保 

尖閣諸島海域の監視・警備体制の強化を図り、我が国の漁

業者が自由かつ安全に操業・航行できるよう、適切な措置を

講じること。 
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第 24 基地対策の推進 

基地を抱える町村は、我が国の安全保障の一端を担うと同時

に、騒音問題や事件・事故、環境問題など、長年の間、基地の

存在による過重な負担を背負っている。  

我が国の安全保障に係る負担は、本来国民全体で背負うべき

であるが、実際は基地が所在する町村の負担により成り立って

いるのが現状であり、基地の負担軽減に向けた対応及び特別の

財政措置が必要である。  

よって、下記事項の実現を強く要望する。 

記 

１ 基地の負担軽減対策  

⑴ 米軍基地の整理・縮小及び返還を推進すること。

⑵ 国民の生命・財産と人権を守る立場から、日米地位協定

を抜本的に見直すとともに、基地周辺の住民生活の安全確

保に万全の措置を講じること。

２ 基地対策関係予算の充実強化  

⑴ 国有提供施設等所在市町村助成交付金（基地交付金）及

び施設等所在市町村調整交付金（調整交付金）の充実を図
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ること。

⑵ 基地周辺住民の基地に対するさらなる理解と協力を得

るため、特定防衛施設周辺整備調整交付金などの基地周辺

対策費を強化すること。
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第 25 特定地域の振興 

 

過疎、半島、旧産炭、豪雪、鉱山所在、離島、沖縄・奄美・

小笠原など特定地域の振興を図る必要がある。 

よって、下記事項の実現を強く要望する。 

 

記 

 

１ 過疎地域の振興   

 ⑴ 平成３２年度末に期限切れとなる「過疎地域自立促進特

別措置法」について、総合的な過疎対策を講じ、過疎地域

の振興が図られるよう、新たな過疎対策法を制定すること。 

⑵ 地方交付税を充実し、過疎地域町村の財政基盤を強化す

ること。 

また、過疎地域の自立促進を図るため、過疎対策事業債、

辺地対策事業債の所要額を確保すること。 

⑶ 都市との交流、多様な主体の協働等による地域社会の活

性化と人材の育成・活用等による総合的な集落対策を積極

的に推進するための支援措置を拡充・強化すること。   

⑷ 過疎地域における郵政サービスが果たす役割を十分踏ま

え、郵便事業の低下をきたすことのないよう必要な措置を

講じること。 
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２ 半島地域の振興 

⑴ 半島地域の振興に資するため、半島振興法に基づき関係

道府県が策定する「半島振興計画」に基づく施策が着実に

実現できるよう金融・税制・財政上の支援措置を充実する

こと。 

⑵ 国土幹線軸からの遠隔性を解消するため、道路、鉄道、

港湾等の交通基盤の整備を促進すること。   

⑶ 観光基盤の整備を促進し、半島地域の優れた観光資源を

活用した観光レクリエーション産業を育成すること。  

⑷ 地理的条件から水資源の乏しい半島地域の総合的な水資

源対策を推進すること。   

⑸ 全国平均と比較して遅れている下水道処理施設等の整備

を促進すること。 

 

３ 旧産炭地域の振興  

産炭地域の振興に大きな役割を果たしてきた国の石炭政策

は平成１３年度をもって終了し、法失効後の施策として、５

年間の激変緩和措置が実施されてきたが、平成１８年度を 

もって終了した。 

しかし、多くの旧産炭地域町村においては、今なお人口の

流出、財政の悪化、ぼた山・鉱害の残存等多くの課題を抱え

ている。 
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国は、このような旧産炭地域の厳しい現状を直視し、今後

とも地域の実情に即した振興対策を講じること。  

 

４ 豪雪地帯の振興   

⑴ ｢豪雪地帯対策基本計画」に基づく豪雪地帯対策の推進

にあたっては、道府県計画を最大限尊重し、総合的な豪雪

対策を推進すること。 

⑵ 冬期交通を確保するため、道路、歩道、鉄道及びバス路

線等の除雪・防雪・凍雪害防止対策の充実を図ること。 

また、除雪機械に係る燃油価格の高騰に対処するため、

揮発油税及び軽油引取税の減免措置を講じること。 

⑶ 積雪による通信機能の停滞を防ぐため、通信用施設の整

備促進と雪害防除策の強化を図ること。   

⑷ 耐雪耐寒構造の学校教育施設、生活環境施設、社会福祉

施設等各種公共施設の整備を促進すること。   

⑸ 冬期無医地区等に対する医療体制を強化すること。 

⑹ 豪雪地帯町村に対し、地方交付税の傾斜配分強化を図る

とともに、地方債の起債枠を拡大すること。   

⑺ 雪下ろしが不要となる克雪住宅の普及に係る支援を促

進すること。   

⑻ 雪処理の担い手を確保するため、ボランティアの育成や

地域外からの応援に対する支援策を講じること。  
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⑼ 雪崩、地すべり、地吹雪等から人命や財産を守るため、

雪害防止対策を強化すること。   

⑽ 冬期における消防機能の低下を防ぐため、消防施設・設

備の整備に係る財政措置を拡充すること。 

⑾ 異常気象により生じる大雪による集落の孤立を未然に

防ぐ道路対策などについて、豪雪地帯として指定されてい

ない地域も含め、調査研究を充実するとともに、併せて雪

による道路交通遮断の防止方策、迅速な復旧体制の確立等、

万全の対策を講じること。  

 

５ 鉱山所在地域の振興   

⑴ 鉱山所在地域の振興対策を推進するとともに、税財源対

策の強化を図ること。 

⑵ 国内鉱山の探鉱開発の推進及び金属鉱産物備蓄制度の

充実を図ること。 

⑶ 金属鉱業研修技術センターへの支援措置の強化を図る

こと。 

⑷ 鉱害防止対策の充実強化を図ること。 

⑸ リサイクル事業支援の拡充等環境対策の推進を図るこ

と。 

⑹ 鉱山跡地の利用等、鉱山資源の活用に対する財政措置の

拡充強化を図ること。 
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６ 離島地域の振興   

⑴ ｢離島振興法」に基づく、「離島振興基本方針」及び「離

島振興計画」に則り、離島の自立的発展を促進し、島民の

生活の安定及び福祉の向上を図るとともに、人口の著しい

減少の防止と定住の促進を図るための施策等を積極的に推

進すること。 

⑵ ｢離島振興法」第１条の２に規定された国の責務に則り、

新しい「離島振興基本方針」及び「離島振興計画」に基づ

く予算額を確保すること。 

⑶ ｢離島振興法」第７条の２及び第７条の３に規定された

「離島活性化交付金」について、個々の離島の実情に即し 

た「離島活性化交付金等事業計画」を十分尊重し、交付金

の拡充強化を図ること。 

⑷ 離島の活性化と定住促進のため、「離島振興法」第１８条

の２に規定された「離島特別区域制度」の詳細設計を定めた

新たな法制度を早急に検討すること。 

⑸ 離島航路・航空路は、離島住民にとって生命線であり、

人の往来及び生活に必要な物資等の輸送に要する費用が他

の地域に比較して多額である状況を改善するため、全ての

離島航路・航空路を安定的に維持存続するための支援策の

抜本強化を盛り込んだ「離島航路･航空路支援法（仮称）」

を早期に制定すること。 
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⑹ ｢有人国境離島地域の保全及び特定有人国境離島地域に

係る地域社会の維持に関する特別措置法」に基づき創設さ

れた「特定有人国境離島地域社会維持推進交付金」事業に

おいて、雇用機会の拡充、全ての利用者を対象とした航路・

航空路運賃低廉化、カーフェリー等自動車航送料金低減等

の対策を拡充強化し、所要額を確保すること。 

７ 沖縄・奄美・小笠原地域の振興  

⑴ 沖縄にあっては、｢沖縄振興特別措置法」に基づく｢沖縄

振興計画」に則り、道路、空港、港湾及び漁港等産業基盤

の整備を促進するとともに、定住条件の整備、地域特性に

応じた産業振興に取り組み、持続可能な離島地域社会を形

成するための諸施策を積極的に推進すること。

⑵ 奄美群島にあっては、平成３０年度末に期限切れとなる

｢奄美群島振興開発特別措置法｣について、群島の自立的で

持続可能な発展に向けた島づくりが推進できるよう内容を

充実させた上で期限を延長するとともに、奄美群島振興交

付金を充実強化し、積極的に振興を推進すること。

⑶ 小笠原諸島にあっては、平成３０年度末に期限切れとな

る「小笠原諸島振興開発特別措置法」について、島の実情

に即した交通・観光・産業基盤及び生活環境施設の整備、

定住環境の改善等、自立的発展に向けた島づくりが推進で
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きるよう内容を充実させた上で期限を延長するとともに、

財政措置を充実強化し、積極的に振興を推進すること。
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各 地 区 要 望 





第１ 北海道における交通体系に関する要望 

 （北海道地区） 

北海道は国土の２２％にも及ぶ広大な面積を擁し、わが国に

おける開発可能性を有する唯一の地域であるが、交通体系の整

備は著しく立ち遅れている。 

 北の大地・北海道が、２１世紀のわが国に大きく貢献してい

くため、交通体系の整備は緊急課題である。 

 しかし、ＪＲ北海道の民営化後の経営は、社会環境の変化や

経営安定基金の運用益の低迷などにより、巨額の赤字が見込ま

れるなど、安定化にはほど遠い状況にある。平成２８年１１月、

ＪＲ北海道が発表した「単独では維持することが困難な線区」

は、道内の鉄道網の約半分に及び、本道の公共交通網に重大な

影響を及ぼすものであり、住民の間に大きな不安が広がってい

る。 

 鉄道は、地域社会を支え、医療、観光、物流においても大きな

役割を担っている重要な社会基盤であり、その維持・確保は、市

町村単位の問題ではなく、国全体の問題として捉えられるべき

である。 

ついては下記の事項が早急に実現されるよう強く要望する。 

記 
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１ 鉄道網の確保 

⑴ 国による抜本的な財政援助

⑵ 老朽化した施設の保全・更新や災害対応

⑶ 貨物列車の運行における負担の軽減

２ 北海道新幹線の建設促進 

⑴ 新函館北斗・札幌間の早期完成

⑵ 全ダイヤの高速走行実現に向けた青函共用走行問題の早

期の抜本的解決 

⑶ 貸付料など幅広い観点からの更なる建設財源の確保や財

源措置の拡充による地方負担の軽減 

３ 高規格幹線道路等の整備促進 

⑴ 高速自動車国道の整備促進

⑵ 一般国道の自動車専用道路の整備促進

⑶ 高速自動車国道に並行する一般国道自動車専用道路の建

設促進 

⑷ 地域高規格道路の建設促進

４ 生活交通対策の推進 

⑴ 地域住民の生活に必要不可欠な地方バス路線の維持・確

保対策に必要な財源の確保 

⑵ デマンドバスや乗り合いタクシー等、町村が独自に取り

組んでいる生活交通確保対策における支援制度の充実強化 
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第２ 東北地方における高速交通体系の整備促進に関する要望 

（東北地区） 

国土の均衡ある発展を図るためには、基本的な社会基盤であ

る高速交通網の整備が不可欠である。 

 特に、東北地方においては、道路は日常の生活を支え、経済・

文化の交流を活発化させるとともに、産業振興を図るうえで幹

線道路網の整備は最重要課題である。 

 また、新幹線鉄道の建設は、わが国の高速交通体系の骨格を

形成する上で、極めて重要な国家的プロジェクトであり、奥羽・

羽越新幹線の整備は地域の振興発展に極めて重要な課題である。 

ついては、下記事項を実現されるよう強く要望する。 

記 

１ 新幹線鉄道等の整備促進について 

⑴ 奥羽・羽越新幹線の整備促進

① 昭和４８年に政府の基本計画に定められた奥羽新幹

線・羽越新幹線について、整備計画策定に向けた法定調

査を開始すること。 

② 基本計画路線を含めた新幹線の建設促進のため政府の

関係予算を増額すること。 

③ フル規格新幹線に利用可能なインフラを活用するなど

効率的な新幹線整備が可能な路線については、優先的に

整備計画路線への格上げを行うこと。 
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④ フル規格新幹線の整備を見据えて、政府の「幹線鉄道

ネットワーク等のあり方に関する調査」において、福島

～米沢間のトンネル整備を「効率的な新幹線整備手法」

として調査対象に位置付けるとともに、トンネルの早期

事業化に向けた県・ＪＲ東日本の検討に参画すること。 

 

２ 高速道路、高規格道路等の整備促進について 

 ⑴ 道路予算を含む公共事業関係費については、必要な事業

量に見合うよう平成２１年度以前の規模を回復すること。 

また、東日本大震災の復旧・復興事業については、復旧・

復興が完了するまで関連予算を別枠で確保するとともに、

通常の公共事業予算に支障を来たすことのないようにする

こと。 

 ⑵ 高速自動車国道等については、地域内外の交流の促進、

物流の効率化、地場産業の発展、他県との広域医療連携や

災害時の代替ルート確保等に不可欠であり、早急に整備す

ることが是非とも必要であるので、適切な財政措置を講じ

るとともに、着実な整備を推進すること。 

 ⑶ 防災・減災等に資する社会資本の老朽化対策を総合的に

推進し、とりわけ橋りょう、トンネル等の老朽化が進むイ

ンフラについては、自治体の定めたメンテナンスサイクル

に基づき、長寿命化対策等が確実に実施できるよう、維持

管理・更新に係る安定的な予算を確保するとともに、人材

育成や戦略的な技術開発など技術的支援を推進すること。 

 ⑷ 生活交通対策の推進のため、地域住民の生活に必要不可
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欠な地方バス路線の維持・確保対策に必要な財源を確保す

ること。 

また、デマンドバスや乗り合いタクシー等、町村が独自

に取り組んでいる生活交通確保対策における支援制度を充

実強化すること。 

⑸ 高速自動車国道は地域の発展に必要不可欠な路線である

ことから、その整備促進等を図ること。 

① 東北中央自動車道の整備促進

・相馬福島道路の整備促進

・東根北～大石田村山間の開通見直しを提示すること

・泉田道路、新庄金山道路、金山道路、真室川雄勝道路の 

整備促進 

・昭和～朴山間の整備促進

・下院内～雄勝こまち間の整備促進

・東北中央自動車道の整備に合わせスマートＩＣの整備

推進

② 日本海沿岸東北自動車道の整備促進

・酒田みなと～遊佐鳥海間の開通見通しを提示すること

・朝日温海道路、遊佐象潟道路の整備促進

・二ツ井白神ＩＣ～今泉ＩＣ間の整備促進

③ インバウンド周遊観光の拡大や物流の効率化を図るた

め、東北横断自動車道酒田線の月山ＩＣ～湯殿山ＩＣ間

の事業化に向けた調査・検討に着手すること。 

④ 常磐自動車道いわき中央ＩＣ以北の暫定２車線区間の

４車線化の整備促進 
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⑤ 磐越自動車道会津若松ＩＣ以西の暫定２車線区間の４

車線化の整備促進 

⑹ 地域間交流、大きなストック効果の発現や豪雨・豪雪等

災害時のリダンダンシーを確保するための高規格幹線道路

等の整備促進を図ること。 

① 北海道内における高速自動車国道に並行する一般国道

自動車専用道路及び地域高規格道路の整備促進 

② 青森市と八戸市を結ぶ上北自動車道の残る約１６キロ

メートルの整備促進 

③ 国道１０４号田子町夏坂と国道１０３号鹿角市大湯間

のバイパスルートの事業の早期採択並びに整備促進 

④ 津軽自動車道については、日本海側への緊急輸送道路

の要となることから、鰺ヶ沢道路の早期完成と柏浮田道

路の整備促進 

⑤ 会津縦貫南道路、栃木西部・会津南道路の整備促進 

⑥ 新庄酒田道路の整備促進 

・新庄古口道路全線及び高屋道路の開通見通しを提示す 

ること。 

・戸沢立川道路の新規事業化に向けて計画段階評価を実 

施すること。 

・事前通行規制解消に向け、高屋道路前後、その他事業

未着手区間の事業化に向けて計画段階評価のための調

査に着手すること。 

⑦ 石巻新庄道路の事業化に向けた調査に着手すること。 

⑧ 新潟山形南部連絡道路の整備促進 
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・梨郷道路の開通見通しを提示すること。 

・小国道路の新規事業化 

・その他事業未着手区間の事業化に向けて、計画段階評

価のための調査に着手すること。 

⑺ 国策による原子力関連施設が集積する下北半島地域にお

いて、広域避難路となる下北半島縦貫道路の早期全線整備

をはかるため、重点的に予算を配分すること。 

⑻ 東北地方における震災からの早期復興と地域経済の振興

発展のため、なお一層の整備促進を図ること。 

① 復興道路「三陸沿岸道路（三陸縦貫自動車道、三陸北縦 

 貫道路、八戸・久慈自動車道／総計画延長３５９㎞）」の

整備促進 

② 復興支援道路「東北横断自動車道釜石秋田線（計画延

長８０㎞）」の整備促進 

③ 復興支援道路「宮古盛岡横断道路（計画延長６６㎞）」

の整備促進 
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第３ 関東地方における高速交通体系の建設促進等に関する 

   要望                   （関東地区） 

 

首都圏に位置する関東各都県の一体的かつ均衡ある発展を図

るためには、高速交通網の整備が極めて重要である。 

特に、首都圏周辺の道路整備は､順次整備されつつあるが、増

大する自動車交通需要への対応が遅れている現状から、引き続

き必要な道路財源を確保するとともに地方の意見を十分に反映

し、広域的な幹線道路網及び鉄道の整備促進等を図ることが必

要である。 

 よって、下記事項の早期実現を図られるよう強く要望する。 

 

記 

 

１ 東関東自動車道水戸線の建設促進 

東関東自動車道水戸線は、「関東大環状連携軸」の一翼を形

成する高速自動車国道であり、本道が開通することにより、

関東一円の総合的な発展に寄与する重要な道路となる。 

特に、重要港湾である茨城港常陸那珂港区や鹿島港、また、

茨城空港や国際拠点の成田空港など交通拠点へのアクセス強

化を図ることにより、国際力の一層の強化が期待されている

ので、一日も早い全線供用開始を強く要望する。 

 

２ 首都圏中央連絡自動車道の整備促進 

  都市部への産業・人口等の集中を抑制し、首都圏の均衡あ
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る発展と地方定住の促進を図るためには、従来の東京を起点

とする放射状道路を相互に結ぶ東京大都市圏の環状道路の整

備が緊要の課題となっており、神奈川、東京、埼玉、茨城、千

葉の１都４県を通過し、首都４０～６０km圏に位置する横浜、

厚木、八王子、川越、つくば、成田、木更津等中核をなす都市

を連絡する首都圏中央連絡自動車道の整備が進められている。 

  現在、首都圏の広域道路ネットワークとして徐々に整備さ

れつつあるが、早期実現に向けて、事業区間の整備促進を図

るとともに、慢性的な交通渋滞の緩和策としてスマートイン

ターチェンジの導入を検討するなど、首都圏の新しい地域構

造の構築を強く要望する。 

 

３ 中央自動車道の渋滞対策の早期実現 

中央自動車道は、圏央道による関越自動車道及び東名高速

道路との接続により交通量の増大と、それに起因する渋滞状

況の悪化が懸念されるところである。 

ついては、上り線の小仏トンネル付近及び下り線の相模湖

付近の付加車線設置による渋滞対策事業の早期事業化に加え、

更なる渋滞対策を検討するよう強く要望する。 

 

４ 東京外かく環状道路の建設促進 

  東京外かく環状道路は、首都圏の骨格を形成し、分散型の 

ネットワーク構造実現に資する重要な幹線である。 

現在、三郷南ＩＣから高谷ＪＣＴまでの区間が開通し、所

要時間の大幅な短縮や交通状況の改善が期待されている。 
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ついては、東京、埼玉、千葉３都県の慢性的な交通混雑の 

更なる緩和や、安全で快適なまちづくりを進めるために、全

区間の早期完成に向けて、事業中区間の一層の建設促進を図

るとともに、未着手区間の調査促進と早期事業化を強く要望

する。 

 

５ 新東名高速道路全線の建設促進及びインターチェンジの 

設置 

  新東名高速道路は、これまでに開通している御殿場、豊田

東間約２００㎞のダブルネットワークに続き、現在事業中で

ある残りの区間、厚木南、御殿場間の早期建設促進を図られ

たい。 

また、新東名高速道路は、平均間隔１３㎞の割合でイン 

ターチェンジの設置が計画されているが、秦野と御殿場のイ

ンターチェンジ間は２５㎞と距離が長い。県西部地域に新た

なインターチェンジを設置することは首都圏の西の玄関口と

なり、広域的な地域の活性化に大きく貢献する。 

新東名高速道路全線の早期完成と、秦野、御殿場間へのイ

ンターチェンジの設置について強く要望する。 

 

６ 中部横断自動車道の早期実現 

中部横断自動車道は、現在、中央自動車道・双葉ＪＣＴから 

六郷ＩＣ間と上信越自動車道・小諸ＪＣＴから八千穂高原Ｉ

Ｃ間が供用開始となった。 

  中部横断自動車道は、日本列島中央部において新東名、中
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央、上信越の各高速道路を有機的に結び、さらには北関東自

動車道および関越自動車道と一体的に機能することにより、

北関東三県と甲信静三県を結ぶ関東大環状連携軸の一翼を担

う主要な交通基盤である。 

  ついては、本道路の早期実現に向け、次の事項について積

極的な措置を講じるよう強く要望する。 

 ⑴ 事業中区間である新清水ＩＣから六郷ＩＣ間について、

コスト縮減に努め、１日も早い全線開通を図るとともに、

観光・産業活動の広域化並びに防災等に寄与する地域活性

化インターチェンジの整備を図ること。 

 ⑵ 基本計画区間である山梨県北杜市から長野県佐久穂町間

の全区間一体での環境影響評価の実施を速やかに進め、早

期事業化を図ること。 

 ⑶ 地方の道路整備が遅れることのないよう、引き続き必要

な道路財源を確保すること。 

 

７ リニア中央新幹線の早期実現 

  リニア中央新幹線の早期全線整備に向けて、次の事項につ

いて積極的な措置を講じるよう強く要望する。 

 ⑴ 東京・名古屋間については、工事実施計画に基づき着実

に事業を進め、早期整備を図ること。 

 ⑵ 技術開発等による大幅なコストダウンに努め、早期全線

開業のための具体策を引き続き検討し、更なる方策を示す

こと。 

 ⑶ 名古屋・大阪間については、既略ルート及び駅の既略位 
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  置を早期公表に向けた準備を連携、協力して進め、環境影 

  響評価の手続に着手すること。 

 ⑷ ターミナル駅については、新幹線等の広域交通結節点に

相応しい交通アクセスや周辺まちづくりに関する検討に十

分な時間を要することから、一日も早い着工を実現するた

め、早い段階から協議・調整をすること。  

 ⑸ リニア中央新幹線の早期建設のため、大深度地下使用に

関する行政手続が円滑に進められるよう、所要の措置を取

ること。 

 ⑹ リニア中央新幹線の整備推進にあたっては、地域の発展

に資するよう、地域事業者の活用に配慮するとともに、駅

設置に関することなど地域の意向を十分反映させること。 

   駅周辺のまちづくりや交通網の整備に関する支援など、

地域の活性化に資するための施策を積極的に講じること。 

 

８ 上信自動車道の早期完成 

上信自動車道は、既に八ッ場バイパスなど一部区間で開通

しているが、全線開通することにより、交通渋滞の緩和はも

とより、災害時の緊急路の確保、高度な救急医療に対応でき

る医療機関への所要時間の短縮や観光振興に大きく貢献する

ことが期待できる。さらに、首都圏への農産物の搬送時間が

短縮し、農業振興を支援することにもなる。 

  ついては、地域の活性化支援に大きく寄与する上信自動車

道の早期完成について強く要望する。  
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第４ 北信越地方における高速交通体系の整備促進に関する  

要望                  （北信越地区） 

 

 新幹線や高規格幹線道路は、国土の均衡ある発展と地域の振

興を図るために必要不可欠なものであり、地方創生を支える重

要な社会基盤である。また、震災などの災害発生時には、救援、

復旧活動用の緊急輸送路としての役割を果たしている。 

特に北陸新幹線は、環日本海時代を迎え、２１世紀の全国高

速交通体系の柱として、日本海国土軸の形成に必要不可欠な国

家プロジェクトであり、大規模災害時等における東海道新幹線

の代替補完機能を有する極めて重要な路線である。本年２月の

大雪の際も、ほぼ通常どおりの安定運行が図られ、雪害に強く、

国土強靭化に資することが証明されるなど、求められる役割は

益々大きくなっている。 

このようなことから、長野・金沢間の開業以来、沿線地域に顕

著な経済効果をもたらしている北陸新幹線の金沢以西の整備を

より一層促進するとともに、地域内の高規格幹線道路網を早期

に整備し、地域振興の拡大と輸送体系の多重化による災害に強

い強靭な国土づくりに努める必要がある。 

よって、政府並びに関係機関におかれては、これらの諸事情

に鑑み、下記事項の早期実現を図られるよう強く要望する。 

 

記 
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１ 北陸新幹線の整備促進 

 ⑴ 現在建設中の金沢・敦賀間について、２０２２年度末ま

での敦賀開業が確実に実現するよう整備を促進するととも

に、敦賀開業の更なる前倒しを含め、早期開業に最大限努

力すること。 

また、関西・中京圏等と北陸圏との円滑な流動性を図る

ため、敦賀駅等における乗換利便性を確保するとともに、

在来線特急の運行本数の維持・拡大など、関西・中京圏等と

のアクセス向上を図ること。 

 ⑵ 敦賀・大阪間について、昨年３月の与党整備新幹線建設

推進プロジェクトチームによる全区間決定を踏まえ、整備

促進に必要な駅・ルート公表に向けた詳細調査及び環境ア

セスメントを、地元や、多くの路線と接続する新大阪駅・京

都駅に係る関係者間の調整も含め丁寧かつ迅速に進め、切

れ目ない着工のもと、あらゆる手段を尽くして、北海道新

幹線札幌開業（２０３０年度末）頃までに大阪までの全線

整備を図ること。 

⑶ 収支採算性に優れた北陸新幹線の事業費として、十分な

建設財源を確保するとともに、敦賀・大阪間の整備を促進

するため、新幹線への公共事業費の拡充・重点配分、貸付料

の前倒し活用や算定期間の延長、鉄道・運輸機構の特例業

務勘定の利益剰余金の活用、必要に応じ財政投融資の活用

等により必要な財源を確保し、整備スキームを見直すこと。 

⑷ 地方負担については、沿線の地方自治体に過度の負担が

生じないよう、コスト縮減や国家プロジェクトにふさわし
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い十分な財政措置を講ずるとともに、各県への停車の配慮

など負担に見合う受益の確保を図ること。 

⑸ 北陸新幹線開業に伴う並行在来線は、従来にはない長大

な区間であり、地域住民の交通手段であるとともに、国の

物流政策を担う極めて重要な貨物鉄道の広域ネットワーク

の一部を担っている。これが存続できるよう、引き続きこ

れまでの枠組みの再検証・見直しを行い、ＪＲからの協力・

支援のあり方や貸付料の活用、さらには貨物調整金制度の

見直しへの対応など、財源確保の方策も含めた新たな仕組

みを早急に構築するとともに、老朽化した車両更新等の支

援制度の拡充など、支援施策の充実を図ること。 

 

２ 高規格幹線道路の整備促進 

〔国土開発幹線自動車道〕 

 ⑴ 日本海沿岸東北自動車道（朝日まほろば～あつみ温泉） 

 ⑵ 上信越自動車道（早期全線４車線化） 

 ⑶ 東海北陸自動車道(トンネル区間を含む早期全線４車線

化及び付加車線の整備促進） 

 ⑷ 中部横断自動車道（清水～佐久） 

 ⑸ 東北横断自動車道いわき新潟線（全線４車線化） 

 

〔一般国道の自動車専用道路〕 

 ⑴ 中部縦貫自動車道（松本～福井） 

 ⑵ 三遠南信自動車道（飯田～三ヶ日） 
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３ 地域高規格道路の整備促進及び冬期における円滑な道路交

通の確保 

⑴ 広域的な地域の連携強化のため、幹線道路ネットワーク

の軸となる地域高規格道路の整備を促進すること。 

⑵ 冬期における安全で円滑な道路交通を確保するため十分

な除雪体制の整備及び必要な財源の確保を図ること。 
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第５ 東海地方における高規格幹線道路網等の整備促進に 

関する要望                   （東海地区） 

 

 高速自動車国道をはじめとする高規格幹線道路網は、国民生

活の向上や活力ある国土形成にとって欠くことのできない極め

て重要な社会基盤であり、同時に、地震や台風などの大規模災

害時においては、緊急交通路、既存道路の代替路、緊急物資の輸

送路としても大きな役割を果たすものである。 

 とりわけ東名・名神高速道路は、わが国の自動車交通の大動

脈として、産業経済の発展や国民生活の向上に大きく寄与して

きたところであるが、交通量の増大に伴う慢性的な渋滞により、

その機能が著しく低下している。 

 新東名・新名神高速道路は、こうした渋滞を緩和するととも

に、東西交通を支える新たな大動脈としてのみならず、東海地

方において発生が危惧されている南海トラフの巨大地震の発災

時や各種産業の活性化及び観光振興などに対しても極めて重要

な役割を果たすものである。 

 高規格幹線道路を中心とした幹線道路ネットワークは、地域

の競争力を向上させるとともに、災害・救急医療時に被災者や

救急患者などを搬送する「命の道」として機能する等、基礎イン

フラとしての重要度が増していることから、未整備区間が多く

残されている現状に鑑み、国の責任により着実に整備する必要

がある。 

 よって、国においては、下記事項の実現に向け積極的に取り

組まれるよう強く要望する。 
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記 

 

１ 新東名高速道路（御殿場ＪＣＴ以東）の早期完成に向け、着 

 実に事業を推進すること。 

 

２ 東海環状自動車道の早期全面完成に向け、西回り区間にお

いて着実に事業を推進すること。 

 

３ 熊野尾鷲道路（Ⅱ期）、熊野道路、新宮紀宝道路の一層の事

業推進を図ること並びに未事業化区間（熊野ＩＣ～紀宝ＩＣ）

を早期に新規事業化すること。 

 

４ 伊豆縦貫自動車道の早期完成に向け、河津下田道路の早期

完成、函南大場ＩＣ～函南ＩＣ間の早期事業着手及び伊豆市

～河津町間の早期事業化を図ること。 

また、東駿河湾環状道路の２車線供用済み区間について、

４車線化整備を推進すること。 

 

５ 東海北陸自動車道について、付加車線を速やかに整備推進

するとともに、早期全面４車線化に向け、着実に事業を推進

すること。 

 

６ 名古屋環状２号線の早期全線開通に向け、西南部・南部（名

古屋西ＪＣＴ～飛島ＪＣＴ間）区間の整備を加速すること。 

 

７ 西知多道路について、事業化区間の早期整備と、未事業化

区間の国による早期事業化を図ること。 
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第６ 近畿地方における高規格幹線道路網等の建設促進に 

関する要望               （近畿地区） 

 

 国土形成計画における「近畿圏広域地方計画」に位置付けら

れた下記の高規格幹線道路等の早期着工と既着工路線について

の早期完成を図られるとともに、地域高規格道路としての東海

南海連絡道（松阪市～五條市）構想の具体化に向けて建設計画

を早期に策定されたい。 

 

記 

 

１ 国土開発幹線自動車道 

 ⑴ 近畿自動車道名古屋神戸線 

 ⑵ 近畿自動車道紀勢線 

 ⑶ 中国横断自動車道姫路鳥取線 

 

２ 一般国道自動車専用道路 

 ⑴ 京奈和自動車道 

  

３ 地域高規格道路 

 ⑴ 鳥取豊岡宮津自動車道 

 ⑵ 五條新宮道路 
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第７ 中国地方における高速交通体系等の整備促進に関する 

 要望  （中国地区） 

 国土の骨格を形成する高速交通網の整備は、地域産業の育成

や都市と農山漁村との交流を推進するとともに、加えて東京五

輪などの好機を活かして国内外からの観光人口を拡大させるた

め、地方にとって極めて重要な課題である。 

また、今後発生が予想される南海トラフ巨大地震等に備え、

災害に強い国土構造を構築するためには、とりわけ高速自動車

道路の整備が必要不可欠である。 

 しかしながら、中国地方においては、これら高速交通網の整

備が著しく遅れており、この地域における地方創生を実現し、

その一体的な発展を図るうえで、高速道路等高速交通網の整備

促進は喫緊の課題である。 

 よって、政府並びに関係機関においては、この地方に積極的

に財源を投入し、下記事項の早期実現を図られるよう、強く要

望する。 

記 

１ 中国横断自動車道姫路鳥取線及び岡山米子線の拡張整備 

促進 

２ 山陰自動車道の早期建設（鳥取～小月） 
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３ 下関北九州道路の早期実現 

 

４ 地域高規格道路の整備促進 

 

５ 国道２号及び９号の整備並びに山陰山陽連絡道路の整備 

促進 

 

６ 山陰新幹線及び山陰・山陽・四国を結ぶ中四国横断新幹線

の早期実現 

 

７ 広島都市圏交通網の整備促進 
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第８ 「四国８の字ネットワーク」並びに「四国新幹線の整備促 

 進」等高速交通ネットワークの整備促進に関する要望 

  （四国地区） 

 

「四国８の字ネットワーク」は、本州四国連絡高速道路と一

体となって、全国の高速交通ネットワークを形成し、物流をは

じめとする様々な経済活動の生産性を高め、地域間の交流を促

進するなど、四国地方の活性化を図っていくうえで重要かつ根

幹となる社会資本である。 

しかしながら、高速交通ネットワークの機能が十分形成され

ていない四国地方は、それぞれの地域が持つ豊かな自然や多様

な資源を活かしきることが困難であり、地域産業の発展や観光

振興に大きな影響を及ぼしている。 

これに加えて、近い将来発生すると予測される南海トラフ地

震等の災害時において、迅速な人命救助や緊急支援物資の輸送

のためには「命の道」となる信頼性の高い「四国８の字ネット 

ワーク」の早期整備は急務である。 

今後、四国地方が地域の強みを生かし、地域連携によって自

立し、災害に強い国土を形成し、住民の安全・安心な暮らしを確

保するためにも、早期に「四国８の字ネットワーク」のミッシン

グリンクを解消し、暫定二車線区間の四車線化等による安全性

や信頼性を高めることは四国にとって喫緊の課題である。 

また、北陸新幹線や北海道新幹線の開業により、建設中も含

めると、四国を除く全国に新幹線のネットワークが形成されて

おり、それぞれの地域の経済活性化はもとより交流の拡大や観
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光の振興に大きく貢献している。 

しかしながら、四国における新幹線整備は基本計画に留まっ

ており、他地域に比べ大きく遅れを取っている。 

現在、国においては、新幹線などの高速交通ネットワークを

整備し、地域の活性化につなげていく「地方創生回廊」の実現に

取り組んでおり、このためには全国各エリアに新幹線が整備さ

れることが不可欠である。 

特に四国の新幹線は、今後の四国の将来を見据えた地域づく

りに必要不可欠な交通インフラであり、西日本の広域交流圏形

成、国土軸のリダンダンシー確保による災害耐力の向上、国土

全体の一段の有効活用にも大きく寄与するものと考える。 

よって、下記の事項について強く要望する。 

記 

１ 地域の活性化や生活利便性の向上、都市と地域の連携強化、

さらには、南海トラフ地震等の災害時の緊急輸送道路の確保

や救急患者の輸送時間の短縮などに大きく寄与する「四国８

の字ネットワーク」のミッシングリンクの早期解消及び暫定

二車線区間の早期四車線化等を図ること。 

２ 四国の新幹線の整備計画格上げに向けた調査に関して、平

成３１年度予算措置を講じるとともに、「地方創生回廊」の実

現のため、新幹線建設予算を大幅増額すること。 
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第９ 九州地方における交通網の整備促進に関する要望 

（九州地区） 

｢国土の均衡ある発展」「豊さの実感できる社会」の実現を図

るためには、定住と地域振興の基本条件となる基幹交通網、生

活・産業基盤等社会資本の整備を着実に推進することが肝要で

ある。 

 しかしながら、九州域内を循環する高速道路、新幹線などの

広域ネットワークの整備をはじめ、各種社会資本の整備は遅々

と進まずその整備促進が喫緊の課題である。 

 よって、真に必要な道路網の計画的な整備と地方の声や実情

に十分配慮した道路整備のための安定的な財源を確保するとと

もに、下記事項の整備を積極的に推進されるよう強く要望する。 

記 

１ 新幹線鉄道の建設促進 

⑴ 九州新幹線西九州ルート（長崎ルート）の建設促進

⑵ 東九州新幹線の整備計画路線への早期格上げ

⑶ 九州横断新幹線（大分～熊本間）の整備計画線への早期

  格上げ 

２ 在来鉄道線の整備 

⑴ 日豊本線高速化、複線化の促進

⑵ 主要幹線鉄道の電化、複線化の促進
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    ・鹿児島本線 ・篠栗線  ・長崎本線 ・唐津線  

    ・筑肥線   ・筑豊本線 ・佐世保線 ・大村線  

      ・豊肥本線  ・肥薩線  ・久大本線 ・日田彦山線 

      ・後藤寺線 

  ⑶ 地方鉄道対策の推進 

    第三セクター鉄道に対する財政支援等の充実強化 

  ⑷ 沖縄都市モノレールの首里駅から沖縄自動車道までの延

長整備の促進 

 

３ 高規格幹線道路等の整備 

  ⑴ 東九州自動車道の早期完成及び全線４車線化の早期整備 

  ⑵ 九州横断自動車道長崎線全線４車線化（長崎多良見～長 

    崎間）の早期整備 

 ⑶ 九州中央自動車道の建設促進 

 ⑷ 西九州自動車道の早期整備 

 ⑸ 南九州西回り自動車道の建設促進 

 ⑹ 島原・天草・長島架橋構想の推進 

 ⑺ 有明海沿岸道路の早期整備 

 ⑻ 中九州横断道路（大分～熊本間）の早期整備 

 ⑼ 中津日田道路の早期整備 

 ⑽ 下関北九州道路の早期実現 

 ⑾ 那覇空港自動車道（小禄道路）の整備促進 

 ⑿ 沖縄西海岸道路、名護東道路、南部東道路の整備促進 

 ⒀ 地域高規格道路の早期整備 

 ⒁ 主要国道（直轄事業）の整備促進 
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４ 空港の整備促進 

 ⑴ 福岡空港、北九州空港、佐賀空港、長崎空港、熊本空港、 

  大分空港、宮崎空港、鹿児島空港、対馬空港、福江空港、 

壱岐空港、天草空港、種子島空港、屋久島空港、奄美空港、

喜界空港、徳之島空港、沖永良部空港、与論空港の整備促進 

 ⑵ 那覇空港第２滑走路の早期完成・早期運用開始 

 ⑶ 福岡空港の滑走路増設及び平行誘導路二重化の早期完成 

 ⑷ 北九州空港の貨物拠点化にむけての滑走路延伸 

 ⑸ 佐賀空港の滑走路２５００ｍ化の早期実現  

 ⑹ 熊本空港国際線ターミナルの整備促進 

 ⑺ 地域航空システムの推進 

  ① コミューター空港（地域航空用空港）の空港法への 

   位置づけ 

   ② コミューター航空の充実強化 

   ③ 離島航空路線の維持充実 
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